
広 報

平成21年（2009）4月号

新たな旅立ち

３月13日、中学校の卒業式では50人の生徒一人ひとりに卒業
証書が授与されました。在校生の送辞などの後、「村歌」を全員で合唱。たくさんの想い出を胸に旅立ちました。
また、18日には小学校の卒業式、19日には幼稚園の卒園式が行なわれました。
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平
成
21
年
３
月
18
日
、
河
内
長
野

市
役
所
８
階
８
０
２
会
議
室
に
お
い

て
、
第
９
回
合
併
協
議
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

議
題
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

¡
地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て

¡
使
用
料
・
手
数
料
等
の
取
扱
い
に

つ
い
て

¡
補
助
金
・
交
付
金
等
の
取
扱
い
に

つ
い
て

¡
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
（
情
報

化
事
業
）
に
つ
い
て

¡
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
（
広
報

広
聴
事
業
）
に
つ
い
て

¡
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い（
協
働
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
業
）
に
つ
い
て

¡
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
（
そ
の

他
の
事
業
―
企
画
総
務
部
会
関
係

―
）
に
つ
い
て

¡
平
成
21
年
度
合
併
協
議
会
事
業
計

画
に
つ
い
て

¡
平
成
21
年
度
合
併
協
議
会
予
算
に

つ
い
て

協
議
事
項

¡
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
（
環
境

保
全
事
業
）
に
つ
い
て

¡
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
（
一
般

廃
棄
物
処
理
事
業
）
に
つ
い
て

¡
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
（
農
林

水
産
事
業
）
に
つ
い
て

¡
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
（
商
工

観
光
・
勤
労
者
事
業
）
に
つ
い
て

た
だ
し
、「
地
方
税
の
取
扱
い
に

つ
い
て
」
及
び
「
各
種
事
務
事
業
の

取
扱
い
（
情
報
化
事
業
）
に
つ
い
て
」

か
ら
「
平
成
21
年
度
合
併
協
議
会
予

算
に
つ
い
て
」
ま
で
は
承
認
、
そ
れ

以
外
の
案
件
は
継
続
協
議
と
な
り
ま

し
た
。

く
わ
し
く
は
、
合
併
協
議
会
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.city.

kaw
achinagano.osaka.jp/gappeiky

ou

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
会
議
資
料
や
会
議
録
は
、

役
場
（
秘
書
政
策
課
）、
小
吹
台
連

絡
所
、
く
す
の
き
ホ
ー
ル
（
図
書
室
）

で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

合
併
協
議
会
で
は
、
予
定
さ
れ
て

い
る
協
議
項
目
数
の
半
数
以
上
が
承

認
さ
れ
ま
し
た
。

情
報
提
供
に
つ
い
て
は
、
村
広
報

や
協
議
会
だ
よ
り
な
ど
に
よ
り
実
施

し
て
い
ま
す
が
、
合
併
に
つ
い
て
改

め
て
理
解
と
協
力
を
求
め
る
た
め
、

中
間
報
告
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

中
間
報
告
会
は
、
２
月
16
日
か
ら

19
日
に
か
け
、
計
４
回
開
催
し
、
こ

れ
ま
で
に
承
認
さ
れ
た
合
併
協
議
項

目
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
報
告
し
ま

し
た
。
の
べ
２
２
３
人
の
参
加
が
あ

り
ま
し
た
。

一
部
抜
粋
と
な
り
ま
す
が
、
そ
の

概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
協
議
項
目
の
調
整
方
針
に
つ
い
て

基
本
的
な
考
え
方

「
協
議
項
目
の
調
整
は
、
両
市
村

が
合
併
す
る
と
し
た
場
合
、
現
在
の

両
市
村
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
や
受
益
者

負
担
の
内
容
に
差
異
の
あ
る
も
の
に

つ
い
て
す
り
合
わ
せ
を
行
い
、
こ
れ

ま
で
の
両
市
村
の
ま
ち
づ
く
り
の
歩

み
を
尊
重
し
つ
つ
、
こ
れ
を
調
整
し

て
統
一
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

協
議
項
目
の
調
整
に
あ
た
っ
て

は
、
千
早
赤
阪
村
が
河
内
長
野
市
の

一
地
域
と
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
河

内
長
野
市
の
制
度
に
合
わ
せ
る
こ
と

を
原
則
と
す
る
。

ま
た
、
合
併
後
の
速
や
か
な
一
体

性
の
確
保
や
河
内
長
野
市
の
行
財
政

改
革
の
取
り
組
み
を
勘
案
す
る
も
の

と
す
る
。」

●
合
併
の
方
式
に
つ
い
て

千
早
赤
阪
村
の
区
域
を
河
内
長
野

市
に
編
入
す
る
編
入
合
併

●
新
市
の
名
称
に
つ
い
て

河
内
長
野
市

●
新
市
の
事
務
所
の
位
置
に
つ
い
て

河
内
長
野
市
原
町
一
丁
目
１
番
１

号
（
現
在
の
河
内
長
野
市
役
所
の
位

置
）

●
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
・
任

期
の
取
扱
い
に
つ
い
て

千
早
赤
阪
村
の
農
業
委
員
会
の
選

挙
に
よ
る
委
員
は
、
平
成
22
年
３
月

31
日
ま
で
在
任
し
ま
す
。

な
お
、千
早
赤
阪
村
の
農
業
委
員
会

の
選
任
に
よ
る
委
員
は
失
職
し
ま
す
。

●
一
般
職
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に

つ
い
て

千
早
赤
阪
村
の
一
般
職
の
職
員

は
、
河
内
長
野
市
の
職
員
と
し
て
合

併
時
に
引
き
継
ぎ
ま
す
。

●
財
産
、
公
の
施
設
等
の
取
扱
い
に

つ
い
て

す
べ
て
河
内
長
野
市
に
引
き
継
ぎ

第
９
回
河
内
長
野
市
・
千
早
赤
阪
村

合
併
協
議
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

河
内
長
野
市
・
千
早
赤
阪
村
合
併
協
議
会
に

関
す
る
中
間
報
告
会
を
開
催
し
ま
し
た

千
早
赤
阪
村
の

明
日
を
考
え
る
――

①
す
で
に
承
認
さ
れ
た

協
議
項
目
の
調
整
内

容
に
つ
い
て

中
間
報
告
会
資
料
は
、

役
場
・
小
吹
台
連
絡
所
・

く
す
の
き
ホ
ー
ル
図
書
室

で
閲
覧
で
き
ま
す
。

村
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
し
て
い
ま
す
。
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ま
す
。

た
だ
し
、
公
の
施
設
等
の
用
途
、

利
用
形
態
は
参
考
資
料
１
の
と
お
り

で
す
。

役
場
は
廃
止
し
ま
す
が
、
保
健
セ

ン
タ
ー
を
暫
定
的
な
窓
口
機
能
と
し

て
利
用
し
ま
す
。

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
は
廃
止
し
ま

す
が
、
河
内
長
野
市
の
学
校
給
食
セ

ン
タ
ー
を
活
用
し
ま
す
の
で
、
小
学

校
の
給
食
は
引
き
続
き
実
施
し
ま

す
。

●
特
別
職
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
に

つ
い
て

千
早
赤
阪
村
の
常
勤
の
特
別
職
職

員
（
村
長
、
副
村
長
、
教
育
長
）
は

失
職
し
ま
す
。

非
常
勤
の
特
別
職
職
員
（
教
育
委

員
会
委
員
、選
挙
管
理
委
員
会
委
員
、

監
査
委
員
等
）
も
失
職
し
ま
す
。

た
だ
し
、
議
会
の
議
員
、
農
業
委

員
会
の
委
員
、
消
防
団
員
に
つ
い
て

は
、
別
に
定
め
ま
す
。

●
条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

河
内
長
野
市
の
条
例
、
規
則
等
を

適
用
し
ま
す
。

●
事
務
組
織
及
び
機
構
等
の
取
扱
い

に
つ
い
て

１

事
務
組
織
及
び
機
構
は
、
河
内

長
野
市
の
事
務
組
織
及
び
機
構
に

統
合
し
ま
す
。

２

両
市
村
に
設
置
さ
れ
て
い
る
附

属
機
関
等
（
都
市
計
画
審
議
会
、

情
報
公
開
審
査
会
等
）
に
つ
い
て

は
、
河
内
長
野
市
の
附
属
機
関
等

に
統
合
し
ま
す
。

独
自
に
設
置
さ
れ
て
い
る
附
属

機
関
等
に
つ
い
て
は
、
実
態
を
考

慮
し
調
整
し
ま
す
。

合
併
後
の
附
属
機
関
等
の
委
員

構
成
等
に
つ
い
て
は
、
適
切
な
配

慮
措
置
を
講
じ
ま
す
。

３

千
早
赤
阪
村
域
に
、
暫
定
的
に

市
役
所
連
絡
所
と
し
て
窓
口
機
能

を
配
置
し
ま
す
。

そ
の
位
置
づ
け
、
業
務
内
容
、

配
置
期
間
等
に
つ
い
て
は
、今
後
、

両
市
村
で
協
議
し
ま
す
。

●
公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

公
共
的
団
体
等
（
人
権
協
会
、
防

犯
委
員
会
等
）
に
つ
い
て
は
、
新
市

の
一
体
性
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
れ

ぞ
れ
の
実
情
を
尊
重
し
な
が
ら
、
次

の
と
お
り
調
整
に
努
め
ま
す
。

a

目
的
が
同
一
又
は
類
似
し
、
両

市
村
に
並
存
し
て
い
る
団
体
に
つ

い
て
は
、
で
き
る
限
り
合
併
時
に

統
合
で
き
る
よ
う
調
整
に
努
め
ま

す
。

s

統
合
に
時
間
を
要
す
る
団
体
に

つ
い
て
は
、
将
来
の
統
合
に
向
け

て
検
討
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
調
整

に
努
め
ま
す
。

d

独
自
の
目
的
を
も
っ
た
団
体

は
、
原
則
と
し
て
現
行
の
と
お
り

と
し
ま
す
。

参考資料1 千早赤阪村の公の施設等の用途、利用形態等

現　　　況 新市での用途、利用形態等

赤阪小学校 存続：（仮称）市立赤阪小学校

千早小吹台小学校 存続：（仮称）市立千早小吹台小学校

村立中学校 存続：（仮称）市立千早赤阪中学校

Ｂ＆Ｇ海洋センター 存続（広域利用）：（仮称）市千早赤阪Ｂ＆Ｇ海洋センター

村民運動場 存続（広域利用）：（仮称）市立千早赤阪運動場

テニスコート 存続（広域利用）：（仮称）市立千早赤阪庭球場

郷土資料館 存続：（仮称）市立千早赤阪郷土資料館

コミュニティホール 存続：「いきいきサロンやまゆり」とコミュニティ施設として一体利用

ちびっこ広場 存続：市制度に統合

村営宿泊施設「香楠荘」 存続

村営金剛山ロープウェイ 存続

富田林市消防署千早赤阪分署 施設存続：運営は別途協議

くすのきホール 用途変更：コミュニティ施設として利用

いきいきサロンやまゆり 用途変更：コミュニティ施設として利用

いきいきサロンくすのき 用途変更：地域福祉施設として利用

保健センター 用途変更：窓口機能（暫定）として利用

国民健康保険診療所 公営廃止：民営化を検討（平成22 年度まで指定管理）

国民健康保険千早診療所 公営廃止：民営化を検討（平成22 年度まで指定管理）

こごせ幼稚園 公営廃止：民営化を検討

村役場庁舎 廃止

村役場小吹台連絡所 廃止

自然休養村管理センター 廃止

学校給食センター 廃止

野外活動センター 廃止
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●
町
名
・
字
名
の
取
扱
い
に
つ
い
て

現
在
の
大
字
名
と
し
、
名
称
に
つ

い
て
は
「
大
字
」
の
字
句
を
削
除
し

ま
す
。
具
体
的
に
は
、「
河
内
長
野

市
東
阪
」、「
河
内
長
野
市
川
野
邊
」

等
と
な
り
ま
す
。

●
慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て

村
章
、
村
の
歌
、
村
の
木
・
花
、

村
民
憲
章
、
都
市
宣
言
等
、
表
彰
制

度
は
、
河
内
長
野
市
の
制
度
に
統
一

し
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い
に

つ
い
て

保
険
料
は
、
合
併
年
度
は
現
行
の

と
お
り
と
し
、
翌
年
度
か
ら
河
内
長

野
市
の
制
度
で
実
施
し
ま
す
。

（
参
考
資
料
２
）

村
で
は
平
成
19
年
度
の
保
険
料
は

資
産
割
を
段
階
的
に
少
な
く
し
て
い

く
方
向
で
設
定
し
て
い
ま
す
の
で
、

一
時
的
に
保
険
料
が
安
く
な
っ
て
い

ま
す
。

●
介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

保
険
料
は
、平
成
23
年
度
ま
で
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
計
画
に
基
づ
い
て

設
定
し
、
平
成
24
年
度
か
ら
統
一
し

ま
す
。

（
参
考
資
料
２
）

●
児
童
福
祉
、
次
世
代
育
成
事
業

子
育
て
支
援
事
業
で
は
、
フ
ァ
ミ

リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
事
業
、
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
な
ど
河
内

長
野
市
制
度
で
実
施
し
ま
す
。

（
参
考
資
料
３
）

項　　　目 河内長野市 千早赤阪村

賦課方式
３方式 ４方式

国民健康 （所得割・均等割・平等割） （所得割・資産割・均等割・平等割）

保　　険 一人当たり平均保険料
92,948円 85，642円

（平成19年度）

第1号被保険者保険料 保険料基準額　第４段階 保険料基準額　第４段階
介護保険 （平成18年度から 年額50,724円 年額58,200円

平成20年度まで適用） （月額　4,227円） （月額　4,850円）

参考資料2 国民健康保険料と介護保険料

河内長野市 千早赤阪村
¡ファミリーサポートセンター事業

育児の援助を受けたい人と援助したい人を会員として、援助のコーディ

ネートや講習会を行います。
¡子育て支援センター事業

※類似事業のあかちゃん広場事業、
親子教室・フリースペースの開放・育児相談などの事業を実施すること

なかよし広場事業は廃止します。
で、より豊かな育児ができるよう援助します。

参考資料3 子育て支援事業

項　目 河内長野市 千早赤阪村

実施方法
道路幅員0.9ｍ～1.5ｍ未満→原材料支給

原材料費支給
道路幅員1.5ｍ以上　　　 →市直接実施

建築後20年以上経過し、次のいずれかに該当するもの

支給要件
¡認定された小中学校の通学路 沿道の利用戸数が２戸以上である
¡一端が公道に面し、沿道利用戸数が5戸以上 路線
¡公共施設等に接続

参考資料4 生活道路整備事業

項　　　目 河内長野市 千早赤阪村

1か月の平均使用水量（24k）の 2，454円／月 2，856円／月

下水道料金 （消費税込み） （消費税込み）

参考資料5 下水道使用料

河内長野市 千早赤阪村

前納Ａ（１年目第１期において、7月16日迄に前納した場合）：約3.6％
1 4 ％

前納Ｂ（１年目第１期において、7月17日以降に前納した場合）：約3.4％

参考資料6 受益者負担金（分担金）前納報奨金
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●
道
路
交
通
事
業

生
活
道
路
整
備
事
業
は
、
河
内
長

野
市
の
制
度
で
実
施
し
ま
す
。
道
路

幅
員
1.5
ｍ
以
上
の
生
活
道
は
、
市
の

直
接
実
施
と
な
り
ま
す
。

（
参
考
資
料
４
）

●
下
水
道
事
業

下
水
道
使
用
料
は
、
河
内
長
野
市

の
制
度
で
実
施
し
ま
す
。

（
参
考
資
料
５
）

受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
は
、

村
の
整
備
区
域
を
一
負
担
区
と
し
ま

す
の
で
金
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

受
益
者
負
担
金
（
分
担
金
）
の
前

納
報
奨
金
は
、
河
内
長
野
市
制
度
で

実
施
し
ま
す
。

（
参
考
資
料
６
）

●
地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て

個
人
市
（
村
）
民
税
、
固
定
資
産

税
、
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
合

併
年
度
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
翌

年
度
か
ら
河
内
長
野
市
の
制
度
で
実

施
し
ま
す
。
河
内
長
野
市
の
税
率
は

千
早
赤
阪
村
と
同
じ
税
率
で
す
。

法
人
市
（
村
）
民
税
に
つ
い
て
は
、

合
併
期
日
の
属
す
る
事
業
年
度
か
ら

河
内
長
野
市
の
制
度
に
よ
り
実
施
し

ま
す
。
河
内
長
野
市
の
税
率
は
、
一

部
に
つ
い
て
千
早
赤
阪
村
の
1.2
倍
で

す
。都

市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
合
併

年
度
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
翌
年

度
か
ら
河
内
長
野
市
の
制
度
に
よ
り

実
施
し
ま
す
。

都
市
計
画
税
は
、
市
街
化
区
域
内

に
あ
る
土
地
や
建
物
に
対
し
て
課
税

さ
れ
ま
す
。
税
額
は
、
土
地
や
建
物

の
課
税
標
準
額
に
対
し
て
0.3
％
の
税

率
を
乗
じ
て
算
出
さ
れ
ま
す
。

（
参
考
資
料
７
）

●
協
働
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
事
業

地
区
補
助
金
は
廃
止
し
ま
す
。

河
内
長
野
市
で
は
、
防
犯
灯
維
持

管
理
補
助
金
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動

推
進
事
業
助
成
金
、
自
主
防
犯
活
動

推
進
事
業
助
成
金
な
ど
事
業
に
対
す

る
助
成
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ

れ
ら
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
新
市
の
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方

向
」
と
し
て
、
河
内
長
野
市
第
４
次

総
合
計
画
、
第
３
次
河
内
長
野
市
行

財
政
改
革
大
綱
、
第
２
次
河
内
長
野

市
財
政
健
全
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
合
わ

せ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
こ
と
が
示

さ
れ
ま
す
。

「
新
市
の
ま
ち
づ
く
り
の
姿
」
と

し
て
、事
務
事
業
・
制
度
上
の
効
果
、

ま
ち
づ
く
り
の
効
果
、
公
共
施
設
の

再
配
置
、
新
市
に
お
い
て
推
進
す
る

国
・
大
阪
府
事
業
が
示
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
素

案
概
要
版
の
全
戸
配
布
や
、
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
な
ど
の
実
施
も
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、情
報
提
供
に
つ
い
て
は
、

閲
覧
資
料
の
設
置
（
役
場
、
小
吹
台

連
絡
所
、
く
す
の
き
ホ
ー
ル
図
書

室
）、
村
の
広
報
や
協
議
会
だ
よ
り

な
ど
、
今
後
も
で
き
る
限
り
実
施
し

て
い
き
ま
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
〉

秘
書
政
策
課
・
合
併
推
進
室

河内長野市 千早赤阪村
●　資本金等の額が１億円を超える法人　→　14.7％の制限税率
及び保険業法に規定する相互会社 ●　12.3％の標準税率
●　資本金等の額が１億円以下の法人　→　12.3％の標準税率

◆法人市民税 ○法人税割

◆都市計画税（市街化区域内の土地や建物に対して課税されます。）
1．税率　0.3％　　2．納期　固定資産税の例による。 3．減免　固定資産税の例による。

○均等割　標準税率の1.2倍を適用

②
協
議
中
の
協
議
項
目

の
調
整
内
容
に
つ
い

て

③
新
市
基
本
計
画
の
骨

子
案
に
つ
い
て

参考資料7 地方税について

法人の区分 従業員数 河内長野市 千早赤阪村
下記法人以外の法人等 60,000円 50,000円
資本金等が１千万円以下の法人 50人超 144,000円 120,000円
資本金等が１千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 156,000円 130,000円
資本金等が１千万円を超え1億円以下の法人 50人超 180,000円 150,000円
資本金等が１億円を超え10億円以下の法人 50人以下 192,000円 160,000円
資本金等が１億円を超え10億円以下の法人 50人超 480,000円 400,000円
資本金等が10億円を超える法人 50人以下 492,000円 410,000円
資本金等が10億円を超え50億円以下の法人 50人超 2,100,000円 1,750,000円
資本金等が50億円を超える法人 50人超 3,600,000円 3,000,000円
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■
一
般
会
計
　

27
億
４，

１
８
６
万
円

前
年
度
と
比
べ
３
億
５，

０

０
８
万
円
（
14
・
６
％
）
の
増

み
な
さ
ま
が
安
心
・
安
全
に
暮
ら
せ

耐
震
化
工
事
の
実
施
に
よ
り
大
幅
増

平
成
21
年
第
1
回
村
議
会
定
例
会
（
3
月
4
日
か
ら
23
日
ま
で
開
催
）
に
お
い
て
、
平

成
21
年
度
の
予
算
を
提
案
し
ま
し
た
。

松
本
村
長
か
ら
村
政
運
営
方
針
と
予
算
に
つ
い
て
説
明
し
、
議
会
に
お
い
て
審
議
の
結

果
、
各
会
計
と
も
可
決
さ
れ
平
成
21
年
度
の
予
算
が
決
定
し
ま
し
た
。

る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
新
た

に
赤
阪
小
学
校
校
舎
の
耐
震
補
強
・
大

規
模
改
造
工
事
お
よ
び
中
学
校
校
舎
・

体
育
館
の
大
規
模
改
造
工
事
実
施
設
計

を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
乳
幼
児
医
療
費

助
成
制
度
に
つ
い
て
入
院
時
の
医
療
費

助
成
を
小
学
校
６
年
生
ま
で
拡
大
し
ま

す
。
こ
の
ほ
か
、
妊
婦
健
康
診
査
の
公

費
助
成
を
現
行
の
３
回
か
ら
14
回
に
拡

充
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
歳
出
は
前

年
度
よ
り
３
億
５，

０
０
８
万
円
の
大

幅
な
増
と
な
り
ま
し
た
。

歳
入
に
つ
い
て
は
、
地
域
雇
用
創
出

推
進
費
の
創
設
な
ど
に
よ
る
地
方
交
付

税
の
増
と
、
小
中
学
校
の
耐
震
化
工
事

の
実
施
に
伴
う
国
庫
支
出
金
や
村
債

（
借
入
金
）
の
増
が
見
込
ま
れ
ま
す
が
、

一
方
で
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
や
土
地

価
格
の
下
落
な
ど
に
よ
り
村
税
が
減
少

す
る
こ
と
か
ら
、前
年
度
に
引
き
続
き
、

大
幅
な
財
源
不
足
と
な
る
た
め
、
基
金

の
取
り
崩
し
（
繰
入
金
１
億
３，

３
０

０
万
円
）
に
よ
り
、
こ
れ
を
補
い
ま
す
。

人
口
減
少
や
景
気
の
低
迷
な
ど
の

影
響
に
よ
り
、
村
税
や
地
方
交
付
税

と
い
っ
た
主
要
な
財
源
は
年
々
減
り

続
け
て
お
り
、
今
後
も
こ
の
傾
向
は

続
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、

財
源
不
足
を
補
っ
て
き
た
基
金
も
残

続
く
厳
し
い
財
政
見
通
し

り
わ
ず
か
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方

で
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
な
ど
に
よ

り
扶
助
費
の
支
出
が
増
加
傾
向
に
あ

る
な
ど
、
厳
し
い
財
政
状
況
は
今
後

も
続
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

こ
の
た
め
、
今
年
度
も
引
き
続
き
、

「
元
気
プ
ラ
ン
」
に
よ
る
人
件
費
の
抑

制
や
、
事
務
事
業
の
見
直
し
に
努
め
、

収
支
の
改
善
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

■
特
別
会
計

19
億
94
万
円

前
年
度
と
比
べ

９
２
８
万
円
（
0.5
％
）
の
減

事
業
別
に
見
て
み
ま
す
と
、
増
減
の

大
き
な
と
こ
ろ
で
、
国
民
健
康
保
険

（
事
業
勘
定
）
が
保
険
の
給
付
が
増
加

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
１
億
１，

２
３

２
万
円
（
16
・
２
％
）
の
増
と
な
り
ま

し
た
。
一
方
、
老
人
保
健
が
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
へ
の
移
行
に
よ
り
９，

０

５
７
万
円
（
97
・
１
％
）
の
減
と
な
り
、

水
道
事
業
が
前
年
度
に
実
施
し
た
繰
上

償
還
分
が
減
る
こ
と
か
ら
４，

４
８
６

万
円
（
17
・
７
％
）
の
減
と
な
り
ま
し

た
。主

な
施
策
に
つ
い
て
は
８
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

予算総額　46億4280万円予算総額　46億4280万円
平成21年度の予算を発表します 平成21年度の予算を発表します 

新年度予算編成にあたって

本村の危機的な財政状況に対応した財政運営を図るため、平成17

年11月に千早赤阪村元気プランを策定し、村民の皆さまにも痛みや

負担をお願いしながら、着実に行財政改革を実行してきたところで

す。

しかしながら、急速な少子高齢化の進展や交付税の減少などで、

本村の脆弱な財政基盤に変わりなく、依然として非常に厳しい財政

状況にあります。平成21年度の当初予算は、「元気プラン」による退

職者不補充など職員人件費の抑制や、事務事業の見直しなど、引き

続き行財政改革に努めていますが、土地価格の下落などによる村税

収入の減少などにより大幅な財源不足となっています。

厳しい財政状況ではありますが、「選択と集中」を念頭に、児童生

徒の安全確保や災害時における地域住民の避難場所となる小・中学

校の耐震化事業、妊婦健診の公費負担の拡大など「安心・安全」に

重点を置いた予算編成を行いました。各事業の実施にあたり、最小

の経費で最大の効果があがるよう創意工夫を重ねて取り組みますの

で、住民の皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いします。
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民生費 総務費公債費

教育費

衛生費 土木費 消防費

議会費 農林水産業費 商工費

84,606円 58,243円60,495円

115,170円

36,612円 24,145円 20,740円

10,953円 6,600円 6,188円

423,752円の内訳
1月末日
総人口6,461人で算出

村民１人当たりの予算額村民１人当たりの予算額

区　　分 平成21年度 平成20年度 対 前 年 度 対 前 年 度
会　計　別 予　算　額 予　算　額 増　減　額 増　減　率
一　　　般　　　会　　　計 27億4,186万円 23億9,178万円 3億5,008万円 14.6％

国民健康保険
事業勘定 8億636万円 6億9,404万円 1億1,232万円 16.2％
施設勘定 1,155万円 1,127万円 28万円 2.5％

老　　人　　保　　健 268万円 9,325万円 ▲9,057万円 ▲97.1％
介　　護　　保　　険 5億2,238万円 5億815万円 1,423万円 2.8％
後 期 高 齢 者 医 療 6,918万円 7,612万円 ▲694万円 ▲9.1％

特別会計 下　水　道　事　業 2億391万円 1億9,759万円 632万円 3.2％
金 剛 山 観 光 事 業 7,633万円 7,639万円 ▲6万円 ▲0.1％

水 道 事 業
収益的支出 1億3,043万円 1億4,631万円 ▲1,588万円 ▲10.9％
資本的支出 7,812万円 1億710万円 ▲2,898万円 ▲27.1％

合　　　　計 19億94万円 19億1,022万円 ▲928万円 ▲0.5％
合　　　　　計 46億4,280万円 43億200万円 3億4,080万円 7.9％

会
計
別
で
み
た
予
算
額

その他  412（0.2%） 

人件費 
75,425 
（27.5%） 

物件費 
47,842 
（17.4%） 

物件費 
47,842 
（17.4%） 普通建設 

事業費 
43,729 
（15.9%） 

公債費 
39,086 
（14.2%） 

繰出金 
31,184（11.4%） 

補助費等  18,521（6.8%） 

扶助費  17,542（6.4%） 維持補修費  445（0.2%） 

歳出 
27億4,186万円万円 
歳出 

27億4,186万円 
性質別 

村税 
61,292 
　（22.3%） 

繰入金 
13,300（4.9%） 

その他 400（0.1%） 

地方交付税 
103,000（37.6%） 

国庫支出金 
20,491（7.5%） 

教育費 
74,411 
（27.1%） 

総務費 
37,631 
（13.7%） 民生費 

54,664 
19.9%

民生費 
54,664 
19.9%公債費 

39,086 
（14.3%） 

消防費 
13,400 （4.9%） 

議会費  7,077（2.6%） 

農林水産業費 4,264（1.6%） 

村債  39,270 
（14.3%） 

歳入 
27億4,186万円万円 

依 

自 主 
財 
源 

存 

財 
源 69.8％ 

30.2％ 

使用料及び 
手数料 
2,809（1.0%） 

諸収入 
3,194（1.2%） 

その他 
2,167（0.8%） 

商工費  3,998（1.5%） 

土木費 
15,600（5.7%） 

衛生費 
23,655（8.6%） 

30.2％ 歳入 
27億4,186万円 

歳出 
27億4,186万円万円 
歳出 

27億4,186万円 
科目別 

その他（譲与税・交付金） 11,910（4.3%） 

府支出金 
16,753（6.1%） 

【基金残高と地方債残高の推移】 

4億6,525万円 

32億4,235万円 
31億7,811万円 

31億6,610万円 

31億4,207万円 

31億9,950万円 

3億7,133万円 

2億9,783万円 

1億6,718万円 

3,418万円 

0

1億 

2億 

3億 

4億 

5億 

6億 

7億 

26億 

27億 

28億 

29億 

30億 

31億 

32億 

33億 

17年度　　　 18年度　　　19年度　　  20年度末　　21年度末 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （見込み）　　（見込み） 

積立金  　　地方債 

4億6,525万円 

32億4,235万円 
31億7,811万円 

31億6,610万円 

31億4,207万円 

31億9,950万円 

3億7,133万円 

2億9,783万円 

1億6,718万円 

3,418万円 

一般会計
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豊
か
な
自
然
と
歴
史
文
化
を

守
り
、
伝
え
、
活
用
し
ま
す

¡
金
剛
山
施
設
の
維
持
管
理１，

０
２
２
万
円

¡
文
化
財
の
発
掘
調
査
や
保
存

５
０
万
円

¡
郷
土
資
料
館
の
管
理
運
営

４
５
８
万
円

便
利
で
、こ
こ
ち
よ
く
暮
ら
せ
る

都
市
基
盤
を
形
成
し
ま
す

¡
村
道
の
維
持
補
修

１，

５
１
３
万
円

¡
交
通
安
全
施
設
の
設
置

１
４
１
万
円

¡
下
水
道
の
整
備
（
未
整
備
地
域
の
汚
水
管

渠
布
設
工
事
）

３，

６
７
２
万
円

¡
上
水
道
の
整
備
（
配
水
管
の
更
新
工
事
）

４，

６
６
９
万
円

地
域
資
源
を
活
か
し
て
産
業

を
振
興
し
ま
す

¡
下
赤
阪
棚
田
の
保
全
活
動

４
０
万
円

¡
農
作
物
鳥
獣
被
害
対
策

１
６
０
万
円

¡
小
規
模
事
業
資
金
借
入
信
用
保
証
料
の
補

助

１
０
万
円

¡
地
域
就
労
支
援
事
業
（
雇
用
･
就
労
に
関

す
る
相
談
や
資
格
習
得
講
座
の
実
施
）

３
８
万
円

¡
観
光
振
興
事
業
（
史
跡
の
景
観
向
上
や
イ

ベ
ン
ト
の
実
施
な
ど
）

３
８
４
万
円

▼
予
算
と
は

一
年
間
の
収
入
（
歳
入
）
と
支
出
（
歳
出
）

の
す
べ
て
を
見
込
ん
だ
も
の
。

▼
一
般
会
計
・
特
別
会
計
と
は

一
般
会
計
は
、
福
祉
、
道
路
、
教
育
な
ど
の

行
政
運
営
に
必
要
な
基
本
的
な
経
費
を
計
上
し

た
も
の
で
、
特
別
会
計
は
、
一
般
の
経
費
と
は

区
別
し
て
別
個
に
処
理
す
る
た
め
の
も
の
。

▼
地
方
交
付
税
と
は

国
税
の
う
ち
所
得
税
・
法
人
税
・
酒
税
・
消

費
税
・
た
ば
こ
税
の
一
部
か
ら
、
す
べ
て
の
地

方
公
共
団
体
で
等
し
く
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
、
国
が
交
付
す
る
交
付
金
の
こ

と
。

▼
基
金
と
は

村
債
の
繰
上
償
還
や
年
度
間
の
財
源
調
整
、

財
源
不
足
に
対
応
す
る
た
め
、
資
金
を
積
み
立

て
、
運
用
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
。

▼
繰
入
金
・
繰
出
金
と
は

一
般
会
計
、
特
別
会
計
、
基
金
と
の
間
で
、

相
互
に
資
金
運
用
す
る
た
め
の
経
費
で
す
。

▼
譲
与
税
・
交
付
金
と
は

国
税
や
府
民
税
と
し
て
徴
収
し
た
も
の
を
、

人
口
な
ど
で
案
分
し
て
市
町
村
に
配
分
す
る
も

の
で
す
。（
地
方
道
路
譲
与
税
、
地
方
消
費
税

交
付
金
な
ど
）

▼
物
件
費
と
は

賃
金
、
光
熱
水
費
、
委
託
料
、
賃
借
料
と
い

っ
た
消
費
的
な
性
質
を
も
つ
経
費
で
す
。

▼
公
債
費
と
は

大
規
模
な
事
業
を
行
う
た
め
に
借
り
入
れ
た

お
金
（
村
債
）
の
元
金
・
利
子
を
返
済
す
る
た

め
の
経
費
で
す
。

▼
補
助
費
等
と
は

地
区
補
助
金
、
南
河
内
清
掃
施
設
組
合
負
担

金
と
い
っ
た
各
種
団
体
に
対
す
る
助
成
金
や
負

担
金
な
ど
の
経
費
で
す
。

▼
扶
助
費
と
は

老
人
医
療
助
成
費
、
児
童
手
当
と
い
っ
た
高

齢
者
や
児
童
、
障
害
者
な
ど
の
生
活
を
支
援
す

る
た
め
の
経
費
で
す
。

¡
金
剛
山
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
の
維
持
補
修
工
事

１，

０
４
０
万
円

や
す
ら
ぎ
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

地
域
社
会
を
形
成
し
ま
す

¡
乳
幼
児
医
療
費
助
成
事
業

９
１
８
万
円

¡
母
子
保
健
事
業
（
妊
婦
健
康
診
査
助
成
や

乳
幼
児
健
診
な
ど
）

５
０
１
万
円

¡
休
日
診
療
･（
小
児
）
救
急
医
療
事
業

９
３
５
万
円

123

4

56

平
成
21
年
度
の
主
な
施
策

平
成
21
年
度
の
主
な
施
策

こ
と
ば
の
説
明

▲母子保健事業

▲赤阪小学校

誰
も
が
地
域
を
誇
れ
る

こ
こ
ろ
を
育
み
ま
す

¡
放
課
後
子
ど
も
対
策
事
業

１
８
０
万
円

¡
小
中
学
校
通
学
バ
ス
の
運
行

１，

６
３
１
万
円

¡
赤
阪
小
学
校
校
舎
の
耐
震
補
強
と
大
規
模

改
造
事
業

３
億
９，

１
４
０
万
円

¡
中
学
校
校
舎
･
体
育
館
の
大
規
模
改
造
工

事
実
施
設
計

２，

７
０
０
万
円

み
ん
な
が
ま
ち
づ
く
り
に
参

加
で
き
る
開
か
れ
た
し
く
み

を
つ
く
り
ま
す

¡
合
併
協
議
会
負
担
金

１
１
１
万
円
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給付対象者および受給権者
○給付対象者
平成21年２月１日（基準日）において、以下のqまたはw

の要件のいずれかに該当する人
q千早赤阪村住民基本台帳に記録されている人
w千早赤阪村外国人登録原票に登録されている人（不法
滞在者及び短期滞在者を除く）

○受給権者
q千早赤阪村住民基本台帳に記録されている人については、
その人の属する世帯の世帯主

w千早赤阪村外国人登録原票に登録されている人のうち、
給付対象者の要件に該当する人については、その人

給付額
給付対象者１人につき　　　　　　　　1 2 , 0 0 0 円
ただし、基準日において65歳以上の人および　
18歳以下の人　　　　　　　　　　　　2 0 , 0 0 0 円

申請および受給の方法
原則として、次のqによります。ただしqによりがたい
場合はw、eにより給付します。
申請期限：９月25日

（郵送申請の場合は９月25日消印有効）
q郵送申請・振込受給
「定額給付金申請書」に必要事項を記入、押印のうえ、
本人確認書類の写し（運転免許証、パスポートなど）、
振込先口座通帳の写しを添え、返信封筒で郵送にて申
請し、振り込みにより受給

w窓口申請・振込受給
「定額給付金申請書」に必要事項を記入、押印のうえ、
本人確認書類・振込先口座の通帳（窓口でコピーでき

ます）を持参のうえ村役場定額給付金申請窓口で申請し、
振り込みにより受給

●申請窓口 ４月１日～４月10日（土・日曜日除く）
午前９時～正午、午後１時～５時　　　　　　
保健センター２階多目的室
上記以外は、役場１階定額給付金申請窓口まで
（業務時間内）

e窓口申請・現金受給
「定額給付金申請書」に必要事項を記入、押印のうえ、
本人確認書類を持参し、村役場　定額給付金申請窓口
で申請後、村が指定する日に現金にて受給

代理による申請
世帯主に代わって申請が行えるのは、次のいずれかの人
となります。
qその世帯主と同じ世帯の世帯員
w基準日現在で世帯主と同一の場所を住居地とし、かつ、
生計をともにされていた外国人

e世帯主の法定代理人や村長が特に認める人
給付日
〈銀行などへの振込の場合〉
申請受付、審査が終了した時点で、随時振り込みします。
〈ゆうちょ銀行・郵便局への振り込みの場合〉
申請受付、審査が終了した時点から、２カ月以上かかる
ことがありますのでご了承願います。
〈現金の場合〉
申請受付、審査終了後、本人あてに
給付日などを通知します。

〈問い合わせ〉千早赤阪村役場　
〈問い合わせ〉秘書政策課（定額給付金係）

定額給付金の申請書は届きましたか
給付対象となる世帯主あてに「定額給付金申請書」を送付しています。定額給付金は

次のとおり給付します。

支給対象となる世帯主あてに『子育て応援特別手当申請書』
を送付しています。
手当の受け取りには、次のとおり窓口での申請が必要です。
支給対象者
平成21年２月１日現在で村の住民基本台帳または外国人
登録原票に記録・登録されている人のうち、第２子以降
の子どもで小学校就学前３年間に該当する子ども（平成
14年４月２日から平成17年４月１日生まれの子ども）の
属する世帯の世帯主。
手当の額　支給対象となる子ども１人あたり36,000円
申請手続方法
【申請受付期間】
【３月26日（木）～９月25日（金）
【（土・日・祝日除く）
【申請場所（窓口）】
【千早赤阪村立保健センター　１階　健康福祉課
【申請に必要なもの】
【¡子育て応援特別手当申請書（記載要領を参考に記入し
てください。）

【¡申請者の公的身分証明書（運転免許証、パスポートな
ど）の写し

【¡振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人（カ
ナ）が分かる通帳などの写し

【手当の受取】
【原則、口座振込です。何らかの理由で、窓口で現金での
受け取りを希望される人は、申請当日には受け取ること
ができません。後日、村からの案内により指定日に再度
お越しいただくことになります。
【代理による申請】
【世帯主に代わって申請などが行えるのは、次のいずれか
の人となります。
【qその世帯主と同じ世帯の世帯員
【w基準日現在で世帯主と同一の場所を居住地とし、かつ、
生計をともにされていた外国人

【e世帯主の法定代理人や村長が特に認める人
※対象となる子どもがいるが、申請書がお手元に届いてい
ない人や不明な点がありましたら問い合わせてください。

〈問い合わせ〉健康福祉課（子育て応援特別手当係）

子育て応援特別手当の申請受付スタート！子育て応援特別手当の申請受付スタート！
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平
成
元
年
４
月
27
日
ま
で
に
生
ま

れ
、
平
成
21
年
１
月
20
日
以
前
か
ら

引
き
続
き
千
早
赤
阪
村
の
住
民
基
本

台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
で
す
。

た
だ
し
、
投
票
日
ま
で
に
村
外
へ

転
出
し
た
人
は
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

あ
ら
か
じ
め
有
権
者
に
郵
送
し
ま

す
の
で
、
投
票
の
と
き
に
持
っ
て
来

て
く
だ
さ
い
。
万
一
、
投
票
所
入
場

券
が
届
か
な
か
っ
た
り
、
紛
失
し
た

場
合
で
も
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
が

あ
り
選
挙
権
の
あ
る
人
は
投
票
で
き

ま
す
の
で
、
投
票
所
の
係
員
に
そ
の

投
票
所
入
場
券

投
票
で
き
る
人

立
候
補
届
出
日

日
　
時

４
月
21
日（
火
）

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

場
　
所

く
す
の
き
ホ
ー
ル
　
２
階
会
議
室

た
だ
し
、
午
前
10
時
以
降
は
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

投
票
日

４
月
26
日（
日
）

午
前
７
時
〜
午
後
８
時

開
票
お
よ
び
選
挙
会

４
月
26
日（
日
）
午
後
９
時
15
分

Ｂ
　
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

こ
と
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

投
票
所
は
、
投
票
所
入
場
券
の

「
投
票
所
」
の
欄
に
記
載
さ
れ
て
い

る
場
所
で
す
。

な
お
、
村
内
で
転
居
さ
れ
た
場
合

は
、
転
居
の
時
期
に
よ
り
、
前
住
所

地
の
投
票
所
で
投
票
し
て
い
た
だ
く

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

投
票
所

投
票
区

投

票

所

所
在
地

１

赤
阪
小
学
校
体
育
館

水
分
56
番
地

２

旧
千
早
小
学
校
体
育
館

東
阪
388
番
地

３

千
早
老
人
憩
い
の
家

千
早
240
番
地

４

千
早
小
吹
台

小
吹
68
番
地

小
学
校
体
育
館

の
780

身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
戦
傷
病

者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
で
、

一
定
の
要
件
を
満
た
す
人
、
介
護
保

険
法
上
の
要
介
護
者
で
、
介
護
保
険

の
被
保
険
者
証
に
要
介
護
状
態
区
分

が
「
要
介
護
５
」
と
記
載
さ
れ
て
い

る
人
は「
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
」

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。な
お
、

投
票
用
紙
な
ど
の
請
求
は
４
月
22
日

ま
で
に
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
病

院
に
入
院
中
の
人
や
老
人
ホ
ー
ム
な

ど
に
入
所
中
の
人
に
つ
い
て
は
、
不

在
者
投
票
の
で
き
る
指
定
施
設
で
あ

れ
ば
、
そ
の
施
設
で
投
票
が
で
き
ま

す
。投
票
を
行
う
こ
と
を
そ
の
病
院
、

老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
申
し
出
て
く
だ

さ
い
。

投
票
日
に
、
次
の
よ
う
な
理
由
に

該
当
す
る
と
見
込
ま
れ
る
人
は
、
期

日
前
投
票
が
で
き
ま
す
。

a
仕
事
や
冠
婚
葬
祭
な
ど
の
予
定
が

あ
る
人

s
レ
ジ
ャ
ー
や
買
物
な
ど
で
、
投
票

日
に
投
票
区
内
に
い
な
い
人

d
病
気
や
ケ
ガ
、
妊
娠
な
ど
の
理
由

で
歩
行
が
困
難
で
あ
る
人

※
投
票
日
に
は
20
歳
に
な
る
が
、
投

票
日
前
に
お
い
て
は
未
だ
19
歳
で

期
日
前
投
票

不
在
者
投
票

あ
り
選
挙
権
を
有
し
な
い
人
な
ど

は
期
日
前
投
票
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
、
不
在
者
投
票
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
期
日
前
投
票
・
不
在
者
投
票
の
期
間

４
月
22
日（
水
）〜
４
月
25
日（
土
）

■
期
日
前
投
票
・
不
在
者
投
票
の
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

■
期
日
前
投
票
・
不
在
者
投
票
の
場
所

千
早
赤
阪
村
役
場
１
階

期
日
前
投
票
所
・
不
在
者
投
票
所

投
票
日
に
投
票
所
で
手
話
通
訳
者

の
派
遣
を
希
望
す
る
人
は
、
選
挙
管

理
委
員
会
ま
で
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

点
字
に
よ
っ
て
投
票
す
る
人
は
、

投
票
所
の
係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ

い
。病

気
や
け
が
な
ど
何
か
の
理
由
で

文
字
の
書
け
な
い
人
は
申
し
出
て
く

だ
さ
い
。

投
票
所
の
係
員
が
あ
な
た
の
指
示

す
る
候
補
者
を
正
し
く
記
入
し
ま
す
。

介
助
な
ど
お
手
伝
い
が
必
要
な
と

き
は
、
投
票
所
の
係
員
に
申
し
出
て

く
だ
さ
い
。

〈
問
い
合
わ
せ
〉

選
挙
管
理
委
員
会

1
&2
０
０
８
１

そ

の

他

代
理
投
票

点
字
投
票

手
話
通
訳

一
人
ひ
と
り
が
交
通
ル
ー
ル
を
守

り
、
正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を

習
慣
づ
け
ま
し
ょ
う
。

○
子
ど
も
と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

○
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着

用
の
徹
底

○
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進

○
飲
酒
運
転
の
根
絶

○
自
動
二
輪
車
・
原
付
の
交
通
事
故

防
止

○
め
い
わ
く
駐
車
・
放
置
自
転
車
の

追
放

〈
問
い
合
わ
せ
〉
総
務
課

府
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
「
安

全
な
ま
ち
大
阪
」を
確
立
す
る
た
め
、

地
域
住
民
、
自
治
体
、
防
犯
協
会
な

ど
と
連
携
し
て
、
春
の
全
国
地
域
安

全
運
動
を
実
施
し
ま
す
。

○
ひ
っ
た
く
り
な
ど
街
頭
犯
罪
の
被

害
の
防
止

○
空
き
巣
な
ど
住
宅
を
対
象
と
す
る

侵
入
窃
盗
の
被
害
の
防
止

○
子
供
を
犯
罪
か
ら
守
る
活
動
の
推

進
〈
問
い
合
わ
せ
〉

富
田
林
警
察
署
防
犯
係

1
@5
１
２
３
４

４
月
６
日（
月
）〜
４
月
15
日（
水
）

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

千
早
赤
阪
村
議
会
議
員
選
挙

千
早
赤
阪
村
議
会
議
員
選
挙

４
月
21
日（
火
）〜
４
月
30
日（
木
）

春
の
地
域
安
全
運
動
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千
早
赤
阪
村
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
保
健
セ
ン
タ
ー
内
に
設
置

平
成
18
年
度
か
ら
業
務
委
託
し
て

い
た
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
４

月
か
ら
保
健
セ
ン
タ
ー
内
に
設
置
し

村
直
営
で
運
営
し
ま
す
。

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
高

齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
で
き

る
限
り
自
立
し
た
生
活
を
総
合
的
に

支
援
し
て
い
く
た
め
の
も
の
で
、
次

の
よ
う
な
事
業
を
行
い
ま
す
。

１．

元
気
な
高
齢
者
・
特
定
高

齢
者
・
要
支
援
者
に
対
し
て

の
介
護
予
防
事
業

①
元
気
な
高
齢
者
に
対
し
て

¡
介
護
予
防
に
関
す
る
健
康
教
育

各
地
区
で
希
望
が
あ
れ
ば
保
健
師

な
ど
が
出
前
講
座
を
行
い
ま
す
。

¡
介
護
予
防
サ
ポ
ー
タ
ー
育
成

地
域
の
中
で
高
齢
者
が
集
え
る
受

け
皿
づ
く
り
を
自
発
的
に
行
っ
て

も
ら
え
る
人
材
を
育
成
し
ま
す
。

（
８
月
実
施
予
定
）

②
特
定
高
齢
者
（
今
後
、
要
支
援
・

要
介
護
状
態
と
な
る
可
能
性
が
高

い
と
考
え
ら
れ
る
高
齢
者
）
に
対

し
て

¡
特
定
高
齢
者
把
握
事
業

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
な
い
高
齢
者
へ
生
活
機
能
評
価

に
関
す
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
送

付
し
、
実
態
を
把
握
し
ま
す
。

（
４
月
中
に
送
付
）

¡
通
所
介
護
予
防
事
業
「
ふ
れ
あ
い

元
気
教
室
」

特
定
高
齢
者
で
参
加
を
希
望
さ

れ
る
人
に
、
健
康
体
操
、
お
口
の

体
操
・
手
入
れ
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス

講
座
な
ど
、
よ
り
健
康
な
体
づ
く

り
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。（
９
月

よ
り
週
１
回
３
カ
月
間
　
全
12
回

コ
ー
ス
）

¡
訪
問
型
介
護
予
防
事
業

通
所
に
よ
る
介
護
予
防
教
室
へ
の

参
加
が
困
難
な
特
定
高
齢
者
に
対

し
保
健
師
な
ど
が
訪
問
し
ま
す
。

③
介
護
保
険
で
要
支
援
１
・
２
と
認

定
さ
れ
た
人
に
対
し
て

¡
今
よ
り
も
心
身
の
状
態
が
悪
く
な

ら
な
い
よ
う
に
、
あ
る
い
は
少
し

で
も
自
分
で
で
き
る
こ
と
が
増
え

る
よ
う
に
、
介
護
保
険
の
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス

を
調
整
す
る
た
め
の
ケ
ア
プ
ラ
ン

（
介
護
支
援
計
画
）
を
作
成
し
ま

す
。

２．

総
合
相
談
支
援
事
業

高
齢
者
自
身
や
、
ご
家
族
・
ご
近

所
な
ど
か
ら
相
談
を
お
伺
い
し
ま

す
。
介
護
に
関
す
る
こ
と
や
健
康
の

こ
と
な
ど
お
気
軽
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。
内
容
に
よ
っ
て
は
、
各
種
の

関
係
機
関
な
ど
と
連
携
し
て
対
応
し

ま
す
。

（
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
）

３．

高
齢
者
の
権
利
擁
護
事
業

住
み
な
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮

ら
し
つ
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
虐
待

の
防
止
や
早
期
発
見
、
成
年
後
見
制

度
の
活
用
な
ど
に
対
応
し
高
齢
者
の

権
利
を
守
り
ま
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
〉
健
康
福
祉
課

春
の
星
座
と
土
星
の
観
察

東
に
は
春
の
大
曲
線
、南
に
は
冬
の

大
三
角
が
。土
星
も
観
察
で
き
ま
す
。

日
時

４
月
11
日（
土
）

午
後
７
時
30
分
〜
９
時

定
員

30
人

費
用

５
０
０
円

服
装

十
分
に
温
か
い
防
寒
着
を
着

用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
参
加
に
際
し
て
は
宿
泊
が
必
要
と

な
り
ま
す
。（
宿
泊
費
は
別
途
必
要
）

木
で
作
る
ア
ク
セ
サ
リ
ー

木
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
指
輪
や
ネ
ッ

ク
レ
ス
を
作
り
ま
す
。

日
時

４
月
19
日（
日
）

午
後
１
時
〜
２
時
30
分

定
員

15
人

費
用

５
０
０
円

服
装

作
業
し
や
す
く
、
汚
れ
て
も

良
い
服
装

〈
問
い
合
わ
せ
〉

ち
は
や
星
と
自
然
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

1
&4
０
０
５
６
　
　

〈
宿
泊
問
い
合
わ
せ
〉

¡
香
楠
荘
　
1
&4
０
３
２
１

¡
金
剛
山
キ
ャ
ン
プ
場

1
&4
０
０
５
６

今
で
は
見
か
け
な
く
な
っ
た
昔
な

つ
か
し
い
遊
び
な
ど
、
大
人
た
ち
が

子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
ふ
れ
あ
い
な

が
ら
「
昔
遊
び
」
を
体
験
し
、
遊
び

の
文
化
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
ま
せ

ん
か
。

日
時

５
月
５
日（
火
・
祝
）

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

場
所

石
川
河
川
敷
川
西
グ
ラ
ウ
ン

ド
内

内
容

昔
遊
び
（
竹
馬
、
コ
マ
回
し
、

め
ん
こ
、
ビ
ー
玉
）、
ス
テ

ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
、
フ
リ
ー
マ

ー
ケ
ッ
ト
、
そ
の
他

※
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
出
演
者
、
フ

リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
出
店
者
を
募
集

し
て
い
ま
す
。（
選
考
基
準
を
満

た
し
た
人
の
中
か
ら
抽
選
後
、
連

絡
し
ま
す
）

〈
問
い
合
わ
せ
〉

南
河
内
こ
ど
も
祭
り
実
行
委
員
会

1
@5
８
８
４
１

5
@5
８
８
９
４

キ
ャ
ン
パ
ス
い
っ
ぱ
い
の
千
本
桜

を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
？

期
間

３
月
28
日（
土
）〜
４
月
12
日（
日
）

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

場
所

四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
キ

ャ
ン
パ
ス
（
羽
曳
野
市
学
園

前
３
―
２
―
１
）

〈
問
い
合
わ
せ
〉

四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
エ
ク
ス

テ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

1
０
７
２（
９
５
６
）３
３
４
５

「
ち
は
や
星
と
自
然
の
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
」
イ
ベ
ン
ト
の
ご
案
内

第
１
回
南
河
内
こ
ど
も
祭
り

「
温
故
知
新
」

Ｉ
Ｂ
Ｕ
桜
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｋ
Ｓ
２
０
０
９
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年
間
の
介
護
保
険
料
・
国
民
健
康
保
険

料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
額
は
前
年

の
所
得
金
額
を
も
と
に
算
定
し
、
決
定
し
ま

す
。
し
か
し
４
月
１
日
時
点
で
は
、
み
な
さ

ん
の
平
成
20
年
中
の
所
得
金
額
が
把
握
で
き

な
い
た
め
、
平
成
20
年
度
の
保

険
料
を
も
と
に
し
た
仮
の
保
険

料
を
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。
そ
の
後
、
７
月
に
本
算
定

を
行
い
、
平
成
21
年
度
の
年
間

保
険
料
額
を
決
定
し
ま
す
。

各
保
険
料
の
納
め
方
に
は
、

「
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
お
支
払

い
）」
と
「
普

通
徴
収
（
納
付

書
や
口
座
振

替
）」
が
あ
り

ま
す
。

●
介
護
保
険
料

65
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ら
れ

た
人
や
転
入
さ
れ
た
人
な
ど

は
、
一
定
期
間
、
普
通
徴
収
で

保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
期
間

が
経
過
し
老
齢
（
退
職
）
年
金
、

遺
族
年
金
、
障
害
年
金
を
年
額

18
万
円
以
上
受
給
・
受
給
見
込
み
の
人
は
年

金
か
ら
特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

年
金
差
し
止
め
の
人
な
ど
は
普
通
徴
収
と
な

り
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
料

介
護
保
険
料
を
特
別
徴
収
で
納
め
て
い
る

世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
、

同
一
世
帯
内
の
被
保
険
者
全
員
が
65
歳
以
上

75
歳
未
満
の
場
合
は
、
世
帯
主
の
年
金
か
ら

特
別
徴
収
し
ま
す
。

た
だ
し
、

国
民
健
康
保

険
料
と
介
護

保
険
料
の
合

計
額
が
年
金

額
の
２
分
の

１
を
超
え
る

人
、
保
険
料

納
付
方
法
変

更
申
し
出
を

し
た
人
な
ど

は
普
通
徴
収

と
な
り
ま
す
。

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

介
護
保
険
料
を
特
別
徴
収
で
納
め
て
い
る

人
は
、
特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
介

護
保
険
料
の
合
計
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１

を
超
え
る
人
、

保
険
料
納
付

方
法
変
更
申

し
出
を
し
た

人
な
ど
は
普

通
徴
収
で
す
。

な
お
、
あ

ら
た
に
特
別

徴
収
が
開
始

さ
れ
る
人
に

は
、
仮
徴
収

開
始
通
知
書

を
送
付
し
ま

す
。

※
国
民
健
康
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
納
付
方
法
を
特
別
徴
収
か
ら
「
口

座
振
替
」に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

手
続
き
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

¡
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
普
通

徴
収
に
つ
い
て

平
成
20
年
度
に
実
施
さ
れ
た
保
険
料
特
別

軽
減
の
対
象
と
な
り
、
４
・
６
・
８
月
の
特

介
護
保
険
料
・
国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
平
成
21
年
度
仮
徴
収
額
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

介
護
保
険
料
・
国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
平
成
21
年
度
仮
徴
収
額
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

平成20年度
対　　　象　　　者

平成21年度
段階 賦課割合（年額） 段　階 賦課割合（年額）
第１ 基準額×0.50 生活保護受給者もしくは、老齢福祉年金受給者で、

第１段階
基準額×0.50

段階 29,100円 世帯全員が市町村民税非課税の人 28,640円
第２ 基準額×0.50

住民税
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の

第２段階
基準額×0.50

段階 29,100円
世帯

人 28,640円
第３ 基準額×0.75

非課税
合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え

第３段階
基準額×0.75

段階 43,650円 る人 42,960円

住民税
本人が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額 第４段階 基準額

第４ 基準額
本人

の合計が80万円以下の人（住民税課税の人と同世帯） （特例） 48,680円
段階 58,200円

非課税
本人が住民税非課税で合計所得金額と課税年金収入額

第４段階
基準額×1.25

の合計が80万円を超える人（住民税課税の人と同世帯） 57,270円

合計所得金額が125万円未満の人 第５段階
基準額×1.50

第５ 基準額×1.25 63,000円
段階 72,750円

住民税 合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 第６段階
基準額×1.50

本人
71,590円

課税 合計所得金額が200万円以上400万円未満の人 第７段階
基準額×1.50

第６ 基準額×1.50 85,910円
段階 87,300円

合計所得金額が400万円以上の人 第８段階
基準額×1.75
100,230円

※平成21年度から平成23年度に予想される介護保険の費用をもとに、65歳以上の人の介護保険料が改定になりました。
なお、年度途中で所得更正などで保険料段階が変更となった場合や新たに65歳になった人は上記の限りではありません。

【介護保険料と国民健康保険料】

【後期高齢者医療保険料】

【年齢別　国民健康保険料】
40歳未満の人

40歳以上65歳未満の人

65歳以上75歳未満の人　　
確定した保険料から仮
徴収で納めた額を差し
引きした額

７月から翌年３月まで

10月・12月・２月４月・６月・８月特別徴収

仮徴収 本徴収

普通徴収

備　　考

４月・５月・６月

前年度の保険料から仮
算定した額

確定した保険料から仮徴
収で納めた額を差し引き
した額

７月から翌年３月まで

10月・12月・２月４月・６月・８月特別徴収

仮徴収 本徴収

普通徴収

備　　考

仮徴収はありません

前年度の保険料から仮算
定した額

後期
高齢者
支援金分

医療
保険分

国
保
の

保
険
料

介護
保険分

後期
高齢者
支援金分

医療
保険分

国
保
の

保
険
料

後期
高齢者
支援金分

医療
保険分

国
保
の

保
険
料

介護保
険料は
別に納
めます
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別
徴
収
で
年
間
保
険
料
を
完
納
し
た
人
や
、

10
月
以
降
特
別
徴
収
が
中
止
に
な
っ
た
人
は

普
通
徴
収
で
す
。（
10
月
か
ら
特
別
徴
収
に

変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）

な
お
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
普
通
徴

収
は
、
４
月
か
ら
６
月

の
仮
徴
収
が
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
７
月
の
本
算

定
後
に
年
間
保
険
料
額

お
よ
び
納
付
方
法
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

¡
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
に
つ
い
て

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
保
険
料
額
は

２
年
単
位
で
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
21

年
度
は
、
20
年
度
と
同
じ
均
等
割
額
　
４
７，

４
１
５
円
、
所
得
割
額
８．

６
８
％
で
保
険

料
を
計
算
し
ま
す
。

¡
保
険
料
の
軽
減
に
つ
い
て

軽
減
の
判
定
は
、
大
阪
府
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
が
、
皆
さ
ん
の
所
得
情
報
に
基

づ
き
行
い
ま
す
の
で
、
申
請
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。

１．

均
等
割
額
の
軽
減

世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
保
険
料
の
均

等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。（
左
図
の
と
お

り
）

２．

所
得
割
額
の
軽
減

「
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
」
が
58

万
円
以
下
の
人
は
、
所
得
割
額
が
一
律
に
５

割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

３．

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
人

の
保
険
料
軽
減

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
日
の

前
日
に
お
い
て
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で

あ
っ
た
人
（
会
社
員
の
夫
や
お
子
さ
ん
な
ど

に
扶
養
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ま
で
保
険
料
の

負
担
が
な
か
っ
た
人
）
は
、
こ
の
制
度
に
加

入
し
て
か
ら
２
年
を
経
過
す
る
ま
で
、
所
得

割
は
課
さ
れ
ず
、
均
等
割
額
は
５
割
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
平
成
21
年
度
は
特
例
と
し
て
均

等
割
額
の
軽
減
割
合
が
９
割
に
拡
大
さ
れ
ま

す
。（
左
図
は
軽
減
の
イ
メ
ー
ジ
）

軽
減
の
対

象
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら

ず
、
保
険
料

が
軽
減
さ
れ

て
い
な
い
場

合
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

●
保
険
料
の
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で

普
通
徴
収
に
よ
る
介
護
保
険
料
・
国
民
健

康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

村
か
ら
送
付
す
る
納
付
書
で
取
扱
い
金
融
機

関
ま
た
は
役
場
で
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

保
険
料
の
お
支
払
い
は
、
納
期
限
ご
と
に

自
動
的
に
指
定
の
預
金
口
座
か
ら
振
替
納
付

さ
れ
る
口
座
振
替
が
便
利
で
安
心
で
す
。

口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
預
金
通

帳
、
通
帳
届
出
印
鑑
、
納
入
通
知
書
を
持
参

の
う
え
、
次
の
取
扱
い
金
融
機
関
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。（
口
座
振
替
は
毎
月
25

日
と
指
定
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

た
だ
し
、
指
定
振
替
日
が
取
扱
い
金
融
機
関

な
ど
の
休
日
に
あ
た
る
場
合
は
、
１
営
業
日

前
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。）

（
口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関
）

三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
・
三
井
住
友
・
り
そ

な
・
近
畿
大
阪
の
各
銀
行
お
よ
び
大
阪
南
農

業
協
同
組
合
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

※
お
願
い

国
民
健
康
保
険
料
を
口
座
振
替
納
付
し
て

い
た
人
が
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
同
制
度
の
保
険
料
を
口
座
振
替
納
付
す

る
場
合
は
、
あ
ら
た
め
て
口
座
振
替
開
始
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
〉

健
康
福
祉
課
（
介
護
保
険
）

保
険
課
（
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
）

【被用者保険の被扶養者の平成21年4月1日から制度加入の場合】

所得割額（免除）

均等割額（９割軽減）

4,741円（年間）

所得割額（免除）

均等割額（５割軽減）

均等割額の５割を負担（年間）

は保険料負担部分。なお、平成22年度の保険料は平成21年度
に決まります。

H21.４月 10月 H22.３月末 H23.３月末

所得割額

基礎控除後の
総所得金額等（注）
×所得割率8.68％

大阪府内均一の
47,415円

均等割額

保険料
（年額）

※年間保険料の負担限度額は50万円です。

＋ ＝

（注）－主な基礎控除後の総所得金額等の算定方法－
（１）給与所得の場合⇒

（給与収入金額－給与所得控除額）－基礎控除額（33万円）
（２）公的年金所得の場合⇒

（年金収入金額－公的年金等控除額）－基礎控除額（33万円）
（３）その他の所得の場合⇒

（収入金額－必要経費）－基礎控除額（33万円）

¡基礎控除額等の数値については、今後の税法改正等によって変動することがあります。
¡被保険者均等割額の軽減に該当するかどうかを判断するときの総所得金額等には、専従者控除、譲
渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

¡国民健康保険と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の人については、
公的年金等に係る所得金額から15万円が控除されます。

¡世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象となります。

①７割軽減世帯（下欄②）に属する被保険者であり、かつ当該世帯の被保
険者全員が年金収入80万円以下（その他各種所得がない）であるとき

所得の判定区分 軽減割合

９割軽減 14,741円

14,224円

23,707円

37,932円

７割軽減

５割軽減

２割軽減

軽減後の均等割額
（年額）

②世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額等が、基礎控除額
（33万円）を超えないとき

③世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額等が、【基礎控除
額（33万円）＋24.5万円×被保険者数（被保険者である世帯主を除く）】
を超えないとき

④世帯（同一世帯内の被保険者と世帯主）の総所得金額等が、【基礎控除
額（33万円）＋35万円×被保険者数】を超えないとき
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狂
犬
病
は
、
す
べ
て
の
ほ
乳
類
に

感
染
し
、
発
症
す
れ
ば
人
も
動
物
も

１
０
０
％
死
亡
す
る
大
変
恐
ろ
し
い

病
気
で
、現
在
で
も
東
南
ア
ジ
ア
や
、

ア
フ
リ
カ
な
ど
世
界
中
で
多
く
発
生

し
て
い
ま
す
。

わ
が
国
で
は
、
飼
犬
の
登
録
と
予

防
注
射
が
徹
底
化
さ
れ
、
数
少
な
い

狂
犬
病
の
清
浄
国
の
ひ
と
つ
で
す

が
、
安
心
は
し
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

巡
回
に
よ
る
狂
犬
病
予
防
集
合
注

射
と
飼
い
犬
の
登
録
を
実
施
し
ま

す
。
飼
い
犬
は
、
狂
犬
病
予
防
法
に

基
づ
き
、
毎
年
１
回
の
狂
犬
病
予
防

注
射
の
接
種
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
受
け
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

○
登
録
済
の
飼
い
犬
に
つ
い
て
は
、

３
月
下
旬
頃
に
郵
送
し
た
実
施
案
内

に
同
封
の
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
交

付
手
数
料
領
収
書
を
必
ず
持
参
く
だ

さ
い
。

（
持
参
さ
れ
な
い
と
順
番
を
お
待
ち

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。）

※
集
合
注
射
料
金
　
３，

２
０
０
円

な
お
、
生
後
91
日
以
上
の
犬
の
飼

主
は
、
飼
い
始
め
た
日
か
ら
30
日
以

内
に
登
録
を
し
、
鑑
札
を
つ
け
る
よ

う
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
登

録
手
続
き
が
済
ん
で
い
な
い
場
合

（
登
録
手
数
料
　
３，

０
０
０
円
）
は

こ
の
機
会
に
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
雨
天
の
場
合
、
中
止
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
住
民
課
ま
で
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

集
合
注
射
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た

場
合
は
、
最
寄
り
の
動
物
病
院
で
先

に
狂
犬
病
予
防
注
射
を
済
ま
せ
た

後
、
住
民
課
で
済
票
の
交
付
手
続
を

し
て
く
だ
さ
い
。

※
済
票
交
付
手
数
料
　
５
５
０
円

〈
問
い
合
わ
せ
〉
住
民
課

ペ
ッ
ト
の
飼
い
主
さ
ん
気
を
つ
け
て

¡
放
し
飼
い
し
て
い
ま
せ
ん
か
？

犬
は
必
ず
つ
な
い
で
飼
い
ま
し
ょ

う
。
放
し
飼
い
は
人
に
危
害
を
加
え

る
恐
れ
も
あ
り
大
変
危
険
で
す
。
ま

た
、
犬
自
身
の
交
通
事
故
な
ど
も
考

え
ら
れ
ま
す
。

放
し
飼
い
は
、
大
阪
府
動
物
の
愛

護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
に
よ
り

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

¡
鳴
き
声
や
糞
に
よ
る
迷
惑
の
防
止

犬
が
散
歩
中
に
排
泄
し
た
糞
の
後

始
末
な
ど
は
き
ち
ん
と
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
鳴
き
声
や
悪
臭
で
近
隣
の

人
達
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
犬
の
習
性
な
ど
に
つ
い

て
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
し
つ
け
す

る
こ
と
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。

〈
問
い
合
わ
せ
〉

富
田
林
保
健
所
　

1
@3
２
６
８
１

５
月
３
日
の
憲
法
記
念
日
を
中
心

に
１
日
か
ら
７
日
ま
で
は
憲
法
週
間

で
す
。
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
人
権

が
保
障
さ
れ
た
差
別
の
な
い
明
る
い

社
会
を
築
く
た
め
に
、
今
一
度
、
家

庭
で
憲
法
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と

し
ま
し
ょ
う
。

〈
問
い
合
わ
せ
〉
住
民
課

４
月
、
５
月
の
連
休
（
ゴ
ー
ル
デ

ン
ウ
イ
ー
ク
）
の
時
期
は
更
新
な
ど

の
来
場
者
が
集
中
し
、
相
当
の
混
雑

が
予
想
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
場
内
の
駐
車
場
は
平
成
19

年
か
ら
有
料
と
な
り
、
駐
車
台
数
も

限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
自
動
車
で
来

場
さ
れ
ま
す
と
駐
車
場
が
満
車
で
入

場
で
き
ず
、
手
続
き
の
締
め
切
り
時

間
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
、
電
車
・
バ
ス
な
ど
の
公
共

交
通
機
関
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

受
付

月
曜
日
〜
金
曜
日

（
祝
日
、
振
替
休
日
を
除
く
）

時
間

午
前
８
時
45
分
〜
午
後
２
時

30
分
（
な
お
、
午
後
２
時
30

分
以
降
の
受
付
は
後
日
の
交

付
と
な
り
ま
す
。）

最
寄
駅
　
泉
北
高
速
鉄
道
「
光
明
池

駅
」
か
ら
徒
歩
５
分

〈
問
い
合
わ
せ
〉

光
明
池
運
転
免
許
試
験
場

1
０
７
２
５
%6
１
８
８
１

狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
と
飼
犬
登
録

狂犬病予防集合注射の日程

午前

９時30分～９時45分 桐山老人憩いの家下

９時50分～10時10分 二河原辺ちびっこ老人憩いの広場

10時20分～10時40分 水分地区利用組合みかん貯蔵所前

10時50分～11時10分 川野辺老人憩いの家前

11時20分～11時50分 森屋消防倉庫前

午後

１時10分～１時30分 役場プレハブ横駐車場

１時40分～２時10分 ＪＡ大阪南赤阪支店前

２時20分～２時50分 自然休養村管理センター駐車場

３時10分～３時30分 千早老人憩いの家前

午前

９時30分～９時45分 吉年老人憩いの家前

９時55分～10時25分 東阪バス停前（旧JA千早支店前）

10時35分～10時55分 上東阪消防倉庫前

11時05分～11時30分 中津原集会所前（中津橋横）

11時40分～12時00分 小吹老人憩いの家前

午後

１時10分～３時30分 小吹台老人憩いの家前

4月27日（月）
雨天中止の場合4月30日（木）に順延します。

4月28日（火）
雨天中止の場合5月1日（金）に順延します。

ペ
ッ
ト
は
マ
ナ
ー
を
守
っ
て

飼
い
ま
し
ょ
う

光
明
池
運
転
試
験
場
へ
は

公
共
交
通
機
関
で

５
月
１
日
〜
７
日
は

憲
法
週
間

楠　公　祭
日時 ４月25日（土）午前10時～
場所 楠公誕生地

（くすのきホール前広場）
費用 無料

※誰でも見学できます。
〈問い合わせ〉

6千早赤阪楠公史跡保存会
1&21588
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◆
一
般
書

お
は
ぐ
ろ
と
ん
ぼ
　（
宇
江
佐
真
理
）

い
つ
も
そ
ば
に
い
る
よ
　（
江
上
剛
）

希
望
ヶ
丘
の
人
々
　
　
　（
重
松
清
）

ブ
ラ
ザ
ー
・
サ
ン

シ
ス
タ
ー
・
ム
ー
ン
　
　（
恩
田
陸
）

少
女
！

（
湊
か
な
え
）

海
王
（
上
・
下
）

（
宮
本
昌
孝
）

楊
令
伝
　
八
　
　
　
　（
北
方
謙
三
）

ポ
ス
ト
ラ
イ
ム
の
舟（
津
村
記
久
子
）

架
空
の
球
を
追
う
　
　
　（
森
絵
都
）

幼
な
じ
み
　
　
　
　
　（
佐
藤
正
午
）

英
雄
の
書（
上
・
下
）（
宮
部
み
ゆ
き
）

ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
　（
新
堂
冬
樹
）

風
花
病
棟
　
　
　
　
　（
帚
木
蓬
生
）

院
長
の
恋
　
　
　
　
　（
佐
藤
愛
子
）

オ
バ
マ
の
真
実

（
ナ
フ
タ
リ
・
ベ
ン
デ
ビ
ッ
ト
）

◆
児
童
書

ば
ば
ば
あ
ち
ゃ
ん
の

な
ん
で
も
お
こ
の
み
や
き

（
さ
と
う
わ
き
こ
）

魔
女
に
な
れ
る
お
ま
じ
な
い
！

（
藤
真
知
子
）

か
い
て
ん
ず
し
だ
い
さ
く
せ
ん

（
平
田
景
）

◆
お
知
ら
せ

【
お
は
な
し
広
場
】

日
時

４
月
22
日（
水
）

午
後
２
時
〜

場
所

こ
ご
せ
幼
稚
園

対
象

幼
児

身体障がい者の自立と社会
参加の促進を目的として、盲
導犬、介助犬および聴導犬の
貸与希望者を募集（選考のう
え、貸与の可否を決定）
募集期間 ４月24日（金）まで

（必着）
対象 満15歳以上の人（ただし

義務教育終了後）で、盲
導犬（視覚障がい１級）、
介助犬（肢体障がい１級
または２級）、聴導犬
（聴覚障がい２級）

選考 補助犬の取得目的、住
宅環境などの調査を実施
保健センター（健康福祉課）に
置いている申請書に記入のう
え、郵送で申し込みください。

〈申し込み・問い合わせ〉
大阪府障がい保健福祉室自
立支援課 106（6944）9176

身体障がい者補助犬
貸与者の募集

平成21年度 国税専門官募集
受験申込受付期間
４月１日（水）～４月14日（火）
（郵送の場合14日消印有効）
受験資格
¡昭和55年４月２日から昭和63年４月１
日生まれの人

¡昭和63年４月２日以降生まれた人で次
に該当する人
イ　大学を卒業した人および平成22年３

月までに大学を卒業する見込みの人
ロ　人事院がイと同等の資格があると
認める人

受験申込先
第１次試験地を所轄する国
税局、沖縄国税事務所

試験地（近畿地域）
第１次試験地・京都市、大阪市
第２次試験地・大阪市

試験日および試験種目
第１次試験（教養・専門試験）
６月14日（日）
第２次試験（人物試験・身体検査）
７月21日（火）～７月28日（火）
※第１次試験合格通知書で指定する日
〈問い合わせ〉
富田林税務署 総務課　1@43281

俳

句

コ

ー

ナ

ー

発

掘

の

濁

り

通

り

ぬ

芹

の

水

大

神

に

岩

下

志

麻

の

豆

撒

け

り

山
椿
墓
の
日
射
し
と
な
り
に
け
り

山
笑
ふ
棚
田
に
人
の
ぽ
つ
ぽ
つ
と

風

に

鳴

る

千

年

楠

や

春

浅

し

酒
器
を
持
つ
仕
草
だ
け
し
て
古
雛

ひ
と
り
居
の
す
る
こ
と
な
く
て
く
さ
め
三
つ

阿
　
戸
　
敏
　
明

奥
　
野
　
千
　
秋

下
　
門
　
信
　
子

彼
　
塚
　
富
久
子

彼
　
塚
　
正
　
子

北
　
浦
　
賀
代
子

貝
　
長
　
　
　
徹

街
頭
で
、「
無
料
で
運
勢
を
占
っ
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。」
と
声
を
か

け
ら
れ
、
店
舗
に
案
内
さ
れ
た
。
孫
の
縁
談
の
相
談
を
し
た
ら
、「
名

前
の
画
数
が
悪
い
。
幸
せ
な
結
婚
を
す
る
た
め
に
は
、
印
鑑
を
買
っ
た

ほ
う
良
い
。」
と
、
30
万
円
も
す
る
印
鑑
セ
ッ
ト
の
購
入
を
勧
誘
さ
れ

た
。
持
ち
合
わ
せ
の
お
金
が
な
い
と
言
う
と
、
販
売
員
に
銀
行
の
Ａ
Ｔ

Ｍ
（
現
金
自
動
預
払
機
）
ま
で
連
れ
て
行
か
れ
、
そ
の
場
で
引
き
出
し

て
支
払
っ
て
し
ま
っ
た
。

帰
っ
て
、
家
族
に
話
す
と
反
対
さ
れ
た
の
で
解
約
し
た
い
。

こ
れ
は
、「
キ
ャ
ッ
チ
セ
ー
ル
ス
」
に
該
当
し
、
契
約
書
面
を
受

け
取
っ
た
日
か
ら
８
日
以
内
だ
っ
た
の
で
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
（
無

条
件
解
約
）
が
で
き
る
こ
と
を
説
明
し
、
通
知
方
法
を
助
言
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
全
額
返
金
さ
れ
ま
し
た
。

占
い
の
悪
い
結
果
を
告
げ
て
、
不
安
を
あ
お
り
高
額
な
商
品
な
ど
を

買
わ
せ
る
商
法
を
開
運
商
法
と
も
い
い
ま
す
。

●
わ
ざ
と
悪
い
結
果
を
告
げ
て
、
不
安
に
つ
け
込
む
手
口
で
す
の
で
、

慌
て
て
契
約
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
少
し
で
も
お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
支
払
わ
ず
家
族
や
友
人

に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

●
契
約
し
て
し
ま
っ
た
場
合
は
、
早
め
に
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
相
談

し
ま
し
ょ
う
。

〈
問
い
合
わ
せ
〉

大
阪
府
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
　
1
06（
６
９
４
５
）０
９
９
９

ト
ラ
ブ
ル
Ｑ
＆
Ａ

〜
無
料
占
い
の
は
ず
が
印
鑑
を
買
わ
さ
れ
た
〜

Ｑ

学童保育連絡会では、児童を送
迎していただける人を募集してい
ます。子どもが好きな人連絡をお
待ちしています。
条件
普通免許所持者
車持込、年齢・性別は問いません
※詳細、質問などは問い合わせく
ださい。
内容
¡赤阪小学校から千早小吹台小学校
¡千早小吹台小学校から赤阪地区
〈問い合わせ〉
¡千早小吹台小学校内学童保育
1&21629（午後２時～６時）

¡学童保育連絡会
事務局（千福）
1&27016

Ａ学童送迎員募集
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麻しん風しん（ＭＲ）予防接種は、医療機関での個別接
種（無料）です。
平成20～24年度の５年間に限り実施しているＭＲ第３期

（中学１年生相当者対象）・第４期（高校３年生相当者対
象）接種は、旧制度で麻しん風しんワクチンを１回ずつ接
種した人に２回目の接種機会を確保するものであり、１人
あたりの接種回数が計４回になるという制度ではありませ
ん。
なお、この機会を逃すと１万円程度の自己負担がかかり
ます。過去に麻しん風しんにかかったことが明らかでない
人は、予防接種を受けましょう。

ジフテリア・破傷風（ＤＴ）二種混合（第２期）の予防
接種は、医療機関での個別接種（無料）です。

〈問い合わせ〉健康福祉課（保健センター）

親子で手遊びやリズム体操、家ではできないダイナミッ
クな遊びなどを行います。お子さんと一緒に遊びに来ませ
んか。
日時 ５月14日（木）・５月21日（木）・５月28日（木）・

６月４日（木）・６月11日（木）・６月18日（木）
午前10時～11時30分（６回コース）

場所 保健センター・Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象 １歳６ヵ月から３歳未満の幼児とその保護者

兄弟姉妹も同伴可
定員 15組（初めての参加者優先）
費用 無料
受付 ４月１日（水）～４月24日（金）
〈申し込み・問い合わせ〉

健康福祉課（保健センター）

ジフテリア・破傷風二種混合予防接種

あそびの教室参加者募集

麻しん風しん予防接種
40歳以上の人の健康診査は、加入している医療保険者※

が行います。健診の結果、必要度に応じて本人に適した保
健指導が実施されます。
医療保険者が健診の実施者であるため、みなさんの年齢
や加入している医療保険の種類などによって受診方法が異
なります。健診の実施時期や内容などについては、加入し
ている医療保険者に問い合わせてください。
※医療保険者とは市町村国民健康保険、国民健康保険組合、
健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合などをさし
ます。（健康保険証であなたの医療保険者を確認できます。）
■40歳から74歳の人
加入している医療保険者が行う健診を受診することにな
ります。各医療保険者からの通知などを見て、必ず受診し
ましょう。
なお、村では国民健康保険に加入している40歳から74

歳までの住民を対象に特定健診を実施します。対象となる
人には、５月末に受診券を送付します。
■75歳以上（一定の障害のある65歳以上）の人
後期高齢者医療制度の健診は、大阪府後期高齢者医療広
域連合が行います。被保険者の皆さんには、４月中旬に受
診券を送付します。また、年度の途中に被保険者になる人
には、資格を取得した月の翌月はじめに送付します。
〈問い合わせ〉保険課
〈問い合わせ〉健康福祉課

南河内医療圏域（千早赤阪村、富田林市、河内長野市、
大阪狭山市、羽曳野市、松原市、藤井寺市、太子町、河南町）
では、４月より医療機関の協力を得て、これまでの救急医
療体制に加え、救急医療の要請が特に多い時間帯（午後８
時～11時）において、急病（眼科、耳鼻科、小児科、周産
期を除く）やケガに対する初期救急医療体制を整備します。
この初期救急医療体制では、より専門的な医療が必要な
場合には、最初に対応した病院が、その疾病に対応できる
病院に連絡し、転送します。
救急医療や救急搬送は、重症患者に迅速に対応するのが
本来の機能です。住民の皆さんの生命を守る救急医療体制
を維持するため、身体の調子が良くないときは、早めに診
療時間内に医療機関を受診するなど、救急医療や救急車の
適正な利用に皆さんのご協力をお願いします。
〈問い合わせ〉

健康福祉課（保健センター）

平成21年度の健康診査について

初期救急医療体制を拡充します

平成21年度の対象者

ＭＲ第２期 平成15年４月２日～平成16年４月１日生

ＭＲ第３期
（中学１年生相当）

平成８年４月２日～平成９年４月１日生

ＭＲ第４期
（高校３年生相当）

平成３年４月２日～平成４年４月１日生

予防接種 対象者および期間

ＤＴ第２期 11歳以上13歳未満

※ＭＲ第１期の対象者および期間は１歳以上２歳未満です。
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けんこうのページ けんこうのページ けんこうのページ 
〈問い合わせ〉
健康福祉課
保健センター　1&20069

場所 保健センター
※検診は、すべて予約制となります。
※検診当日に各検診の対象年齢に達していない人は受診できま
せん。
※負担していただく受診料はいずれも検査料金の２割程度です。
当日受付で支払ってください（生活保護世帯の人は受診料が
免除されます。保健センター福祉係へ事前に申し出てください）。
※定員になり次第締め切ります。予約をされた人には検診日の
２週間前ごろに受診票と詳しい案内を送ります。
※介助の必要な人は相談ください。
※大腸がん検診だけを受診する人で、当日本人が来られない場
合は必ず相談ください。

〈予約・問い合わせ〉健康福祉課（保健センター）

が ん 検 診 の お 知 ら せ

検　診　日 ６月９日（火）・６月29日（月）・７月５日（日）
※５月11日（月）はキャンセル待ちです。

当日受付時間 午前８時30分～11時15分
対　　　　象 受診日現在40歳以上の人
受診できる回数 年１回
定　　　　員 各50人

内　　　　容〈胃がん〉問診・Ｘ線間接撮影〈大腸がん〉問診・便潜血検査
受　診　料 胃がん800円、大腸がん200円

胃
が
ん
・
大
腸
が
ん
検
診

検　診　日 ６月９日（火）・６月29日（月）・７月５日（日）
※５月11日（月）はキャンセル待ちです。

当日受付時間 午前８時30分～11時

対　　　　象

受診できる回数 年１回
定　　　　員 各50人

内　　　　容 〈肺がん・結核〉問診・胸部Ｘ線直接撮影（肺がん喀痰検査は必要者のみ）

受　診　料
肺がん・結核400円
肺がん喀痰検査400円

肺

が

ん

・

結

核

検

診

受診日現在40歳以上の人
（肺がん喀痰検査は胸部Ｘ線検査を受け
る50歳以上で１日の喫煙本数×喫煙年
数が600以上の人、または40歳以上で６
カ月以内に血痰のあった人）

検　診　日 ５月７日（木）・６月15日（月）
※５月７日（木）乳がん検診の50歳以上はキャンセル待ちです。

当日受付時間 午後１時15分～３時

対　　　　象

受診できる回数 ２年に１回
〈子宮がん〉各55人

定　　　　員〈乳がん〉各40人
〈乳がん〉（うち40歳代は１日７人まで）

内　　　　容

受　診　料 子宮がん600円、乳がん900円

子

宮

が

ん

・

乳

が

ん

検

診

〈子宮がん〉受診日現在、20歳以上の和暦
で昭和64年以前の偶数生まれ
の人と平成元年生まれの人

〈乳がん〉受診日現在、40歳以上の和暦
で昭和44年以前の偶数生まれ
の人

（ただし、対象年以外でも昨年度受診し
ていない人は受診できます）
※次の人は乳がん検診対象外です。主
治医に相談のうえ、医療機関で受診
してください。

¡39歳以下の人
¡妊娠中または妊娠の可能性のある人
¡授乳中の人
¡心臓ペースメーカーを装着している人
¡豊胸術をしている人

〈子宮がん〉問診・内診・子宮頚部細胞診
〈子宮がん〉（子宮体部細胞診は実施しません）
〈乳がん〉問診・視触診・乳房Ｘ線検査

（40歳代は２方向、50歳以上
は１方向撮影）

５・６・７月分の検診の予約を受付します。

場所 保健センター
受付 午後１時30分～３時
費用 無料
〈問い合わせ〉健康福祉課（保健センター）

¡母子手帳、予診票持参。
¡下痢の人は受けられません。
¡平熱が37℃以上の人は接種前１
週間分の体温を記録して持参く
ださい。

４月23日（木）
生後●●●
３カ月以上
90カ月未満

月　日 対　象 備　考

ポ　リ　オ　予　防　接　種

★相談や検査に関するプライバシーは守ります

健康診査＆相談など

４月７日（火）午前10時 ０歳～幼稚園入

４月15日（水） ～11時30分 園前の乳幼児と
保護者

午後１時 平成19年７月
～１時10分 ～９月生

４月８日（水）
午後1時45分 平成17年７月
～1時55分 ～９月生

４月15日（水）午前10時 ０～１歳ごろま
～11時30分 での乳幼児

４月15日（水）午前10時 １歳ごろまでの
～11時45分 乳幼児の家族

２歳児歯科健診 午後１時 平成19年１月
～１時15分 ～３月生
１歳６カ月・
２歳フォロー

４月17日（金）午後1時45分

歯科フォロー健診 ～2時
３歳６カ月
フォロー
午後2時15分
～2時30分

個 別 歯 科 相 談 ４月20日（月）午後２時～３
時30分（要予約）

保 健 師 に よ る 午前10時 健康・育児・介
健　康　相　談 ４月21日（火） ～正午 護など相談を希
（電話・来庁） （来庁の場合要予約）望する人

午後 食事療法が必要

個別健康栄養相談４月24日（金）１時30分～ な人、健康のた

（要予約） め食生活を改善
したい人

種　　　類 月　日 受　付 対　　象

保
健
セ
ン
タ
ー
　
1
&2
０
０
６
９

１歳６カ月・２歳・
３歳６カ月児健
診で虫歯になり
やすいと判定さ
れた幼児

歯・歯ぐき・入れ
歯に関する相談を
希望する人

種　　　類 月日（祝日は除く） 受　付 備　　考

富
田
林
保
健
所
　
1

@3

２
６
８
１

午前
こころの健康相談（月）～（金）９時30分 予約制

～午後５時

エイズに関する 午前

相　　　　　　談（月）～（金）９時30分 電話相談も可
～午後５時

血　液　検　査
エイズ・梅毒

第１・３ 午後１時

・クラミジア 水曜日 ～２時

血　液　検　査 無料・予約制
［肝炎ウイルス］ （先着順）

療　育　相　談

¡飲用水・井戸水検査 毎週月曜日 午前
¡腸内細菌検査 ９時30分 有料
¡寄生虫卵検査 ～11時30分

エイズ抗体検査
は無料、そのほ
か手数料が必要
な場合あり］［

（月曜日が祝日
のときは翌日）

保健所へ問い合わせて
ください合わわわせて

予約制

３ 歳 ６ カ 月 児
健　康　診　査

あかちゃん広場
（交流会・相談）

離 乳 食 講 習 会
（あかちゃん広場に併設）

１ 歳 ６ カ 月 児
健　康　診　査

※個別禁煙相談は希望に応じて随時実施します（要予約）

な か よ し 広 場
（親と子の交流会）
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新型インフルエンザウイルスとは、動物、特に鳥類の
インフルエンザウイルスが人の体内で増えることができ
るように変化し、人から人へと容易に感染できるように
なったもので、このウイルスが感染して起こる病気が新
型インフルエンザです。これはいつ出現するのか予測が
つかず、人類にとって未知のウイルスで、誰も免疫を持
っていないので、発生すると世界的な大流行を起こす危
険があります。自分と家族を守るために、新型インフル
エンザに備えましょう。
○感染経路

感染した人の咳やくしゃみ、つばなどのしぶきに含
まれるウイルスを吸い込むことや、ウイルスがついた
ドアノブや手すりを触った手で目や鼻、口に触れるこ
となどにより感染します。
○感染を防ぐには
¡帰宅後のうがいや手洗いを日常的に行う。
¡流行地への渡航、人ごみや繁華街への外出を控える。
¡十分に休養をとり、体力や抵抗力を高め、日頃からバ
ランスよく栄養をとり、規則正しい生活をする。

¡通常のインフルエンザなど発熱しやすい疾患は予防接
種を行い、新型インフルエンザと両方に感染しないよ
うにする。

¡咳エチケットを守る。（右表参照）
○流行に備えて
大流行すれば、外出が制限されたり、生活必需品が手に

入りにくくなったりする可能性があります。あらかじめ、

２週間以上の食料品や日用品を備蓄しておきましょう。
○国内で発生したら（発生早期～感染拡大期）
¡不要な外出や混雑した公共機関の利用は控える。
¡やむを得ず外出するときは、必ずマスクを着用する。
¡休園・休校になった場合は、子どもたち同士が接触し
ないように目を配る。

¡自分や家族の誰かに38℃以上の発熱、咳、全身痛など
インフルエンザを疑う症状がないかをチェックする。

¡感染が疑われる場合はいきなり病院に行かず、発生時
に設置される予定の相談センターなどにまず電話で問
い合わせ、指示を受ける。

¡問診で感染が疑われた場合、相談センターから紹介さ
れた機関にマスクを着用して受診する。受診の際は２
次感染を防ぐために公共機関の利用は避け、マスクを
着用し咳エチケットを守る。

【咳エチケット】
○咳・くしゃみが出たら、他人にうつさな
いためにマスクを着用しましょう。
マスクを持っていない場合は、ティッシュなどで口と
鼻を押さえ､他の人から顔をそむけて１ｍ以上離れま
しょう。
○鼻汁・痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨
てましょう。
○咳をしている人にマスクの着用をお願いしましょう。

〈問い合わせ〉健康福祉課（保健センター）

村では、妊娠中の異常を早期に発見し、治療するため、妊婦健康診査（妊婦健診）の公費負担を実施していますが、
平成21年４月よりその実施方法が変わりました。

【平成21年4月からの妊婦健診実施方法】
母子健康手帳交付と同時に14枚の受診券を交付します。1枚あたり2,500円の公費負担を受けることができます（お

つりを受け取ることはできません）。受診券に記載されている診療内容に限り公費負担の対象となります。
健やかに子どもを生み育てるために、妊娠期間中は下記に示す頻度で必ず定期健診を受けましょう。

※平成20年度に3回分の「妊婦健診受診票」交付を受けた人
・未使用の受診票があれば、４月１日以降は１枚あたり2,500円の受診券として使えます（おつりを受け取ることはで
きません）。
・対象となる人には、21年度分の受診券をすでに郵送していますが、まだ届いていない人は保健センターまで連絡し
てください。
※助産所で健診を受ける人：受診券が使える助産所であるかどうかを助産所に確認してください。
※大阪府以外の都道府県で受診する人（里帰り分娩など）：受診券は大阪府以外の医療機関では使えませんが、後で
助成する制度があります。事前に保健センターで申請が必要です。
※出産までに転出する人：受診券は村外に転出した場合は使えません。転出先市町村の制度を確認ください。

〈問い合わせ〉健康福祉課（保健センター）

妊婦健康診査公費負担が拡充されました

新型インフルエンザに備えましょう!!

時　期 前　期 中　期 後　期

妊 娠 月 数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11～

妊 娠 週 数

必要な受診回数 ― ― 4週間に１回 2週間に1回 1週間に1回

受診券利用 ― ― ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪⑫⑬⑭ ―

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40～

新型インフルエンザに備えましょう!!

けんこうのページ けんこうのページ けんこうのページ 
〈問い合わせ〉
健康福祉課
保健センター　1&20069



19

227

小吹台 中 西　 望 さん
＜20歳　いて座＞

Nakanishi Nozomi

近況は・・・

桃山学院大学で社会学を学んでいます。
趣味は・・・

友人との旅行です。夏休みには、青春18きっ
ぷを使って、山梨県まで行きました。
夢は・・・

あたたかい家庭を築くことです。
最近、楽しいと思ったことは・・・

先日高校３年生時代の同窓会がありました。
久しぶりに先生やみんなと再会して、とても

楽しかったです。
思い出のアルバムから・・・

千早赤阪村について・・・

自然豊かで四季を感じられるところです。
来月号は・・・

中学校の同級生、伏井義人くんです。
伏井くんへメッセージを・・・

元気にしてる？
これからもお互い頑張りましょう。

幼稚園で飼育当
番をしている時
の写真です。

わがやのホープ わがやのホープ わがやのホープ わがやのホープ 

わが
やのホープわが
やのホープ

川野辺　かわべ　ももか さん

（ 川　邊　　　桃　華　）

平成20年４月３日生まれ

元気いっぱいの、いつまでも笑顔の似合う桃華でいてね。

父・英弘さん、母・美加さん

森屋　すぎた　としなり くん

（ 杉　田　　　俊　成　）

平成20年５月27日生まれ

強くたくましい子に育ってね。

父・一博さん、母・はる奈さん
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●棚田守りたい●

春　満　開！

大楠公600年記念として、上赤坂城の出城跡に昭和15年に
建てられた二河原辺地区にある「奉建塔」周辺のソメイヨ
シノの桜が、村の桜の名所になって、毎年、村内外より多
くの人が訪れています。
桜の白色と菜の花の黄色のコントラストがきれいと人気です。

※史跡内のため、バーベキューなどの火の使用は禁止され
ています。

楽しみました

３月１日（日）に『第３回ジュニアプログラム』
（青少年指導員連絡協議会主催・教育委員会後援・
体育指導委員協議会協力）が村民運動場および海
洋センタ－アリーナで29人参加（スタッフ含む）
のもと、実施されました。
参加者たちは、グラウンドゴルフ・アジャタ・

ドッヂビー・フロアカーリング・パラバルーンなど、
いろいろなニュースポーツを体験しました。

むらの話題
あ　れ　こ　れ

きれいになりました

●ニュースポーツ体験●

千早赤阪村の住民有志で結成している「棚田守りたい」
メンバー17人は、2月28日、午前10時から棚田横水路のゴミ
清掃を行いました。
昨年に相当の重量物も回収しましたので、今年はビニー

ルなど軽いモノを中心に回収しました。
予定していたゴミ袋30袋は、すぐに一杯になり、放置さ

れていた肥料の袋などに詰め処分されました。また陶器製
便器や洗濯機、テレビなども回収されました。

●さくらと菜の花がキレイです●
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国民年金

４月分から、月々の国民年金保険
料が250円引き上げられ、月額14,660
円となります。また、定額保険料に
加えて月額400円の付加保険料を納付
されると、将来、老齢基礎年金に加
えて支給されます。
保険料は口座振替で納めると、振

替方法によっては納付書を使って納
めるよりも保険料が割引になります。
なお、保険料の免除の承認を受け

ている人は、口座振替による割引は
ご利用できません。
○口座振替のお申込み

社会保険事務所または口座をお持ち
の金融機関の窓口
○必要なもの

年金手帳・通帳・金融機関届出印
〈問い合わせ〉

¡天王寺社会保険事務所
106（6772）7531㈹

¡保険課

20歳以上の人は国民年金に加入し
なければなりませんが、国民年金保
険料の納付が困難で、本人の所得が
一定以下の学生であれば、在学中の
保険料の納付が猶予される「学生納
付特例制度」の申請をすることがで
きます。
４月から学生になる20歳以上の人

だけでなく、平成20年度に学生納付
特例の承認を受けた人で平成21年度
も学生納付特例を希望する人も申請
が必要です。
なお、平成20年度に学生納付特例

の承認を受けた人で、３月下旬に社
会保険庁からハガキ形式の学生納付
特例申請書が届いた人は、必要事項
を記入して返送するだけで申請する
ことができます。（学生証の添付は不
要です。）
○必要なもの

学生証など学生であることが証明で
きる書類・年金手帳・印鑑

〈問い合わせ〉

¡天王寺社会保険事務所
106（6772）7531㈹

¡保険課

相　　談

村では国民年金・厚生年金などの
相談に応じる「年金なんでも相談」を
行います。大阪社会保険事務局より
専門相談員が１日出張します。
なお、厚生年金被保険者証・年金

手帳などの記号番号や加入脱退の年
月日、または過去の履歴などをメモ
しておけばより具体的な説明が受け
られます。日ごろ年金について不明
な点があれば、ぜひこの機会に相談
ください。
日程 ４月23日（木）
¡午前10時～11時30分
（いきいきサロンくすのき健康相談室）
¡午後１時～３時
（いきいきサロンやまゆり娯楽室）

〈問い合わせ〉保険課

人権問題で悩んでいませんか。
人権擁護委員と村人権相談員があ

なたの相談に応じます。
当日都合の悪い人は、近くの人権

擁護委員に直接ご相談ください。
相談についての秘密は、厳守します。

日時 ５月１日（金）
午後２時～４時

場所 いきいきサロンくすのき相談室
人権擁護委員

●田中鈴代（小吹68-889）1&27387

●西浦玲子（吉年260）1&20382

●田村　登（二河原辺36－５）1&21425

〈問い合わせ〉住民課

募　　集

村テニス連盟では、春季テニス大
会（男子ダブルス・女子ダブルス）
の参加ペアを募集しています。大会

は次のとおり開催します。この大会
は南河内郡大会の予選も兼ねていま
すのでたくさんの参加をお待ちして
います。
月日 ５月17日（日）
場所 村立テニスコート
対象 15歳以上の村在住・在勤者（必

ずペアで申し込みください）
費用 １ペア　1,000円
受付 ５月２日（土）まで
〈申し込み・問い合わせ〉

永山実海　1&03600

村軟式野球連盟では、春季大会の
一般参加チームを募集しています。
対象は、16歳以上の村在住・在勤

者で構成するチームです。大会は次
のとおり開催します。
月日 ４月26日（日）・５月24日（日）

（雨天の場合は５月31日）
場所 村民運動場
費用 １チーム　12,000円
受付 ４月11日（土）まで
〈申し込み・問い合わせ〉

加藤　明　1&20995

日時 ５月17日（日）
午前10時～２時間程度

場所 海洋センター・トレーニングル
ーム

内容 トレーニングマシンの使用方法
トレーニングの基礎理論

資格 16歳以上の人
定員 15人（先着順）
受付 ５月15日（金）の午後５時まで
服装 運動のできる服装・室内用シュ

ーズ・タオル
費用 500円
※トレーニングマシンはこの講習を受
けた人でないと利用できません。
※トレーニング講習会は２カ月に１回
（奇数月）第３日曜日に実施
〈申し込み・問い合わせ〉

海洋センター　
1&27183

平成21年度の国民年金保険料

年金相談

春季軟式野球大会参加チーム

トレーニング講習会受講者
特設人権相談開設

第26回春季テニス大会参加ペア

学生納付特例の申請は
毎年度必要です
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名　　　　　　　称 連　　絡　　先 実　施　日 時　　　間
休日診療所　1@81333

富田林市向陽台1－3－38
内科・歯科

休日診療
日曜日・祝日
年末年始（12月29日
～１月３日）

受付
午前９時～11時30分
午後１時～３時30分

午後８時～翌朝８時365日

富田林病院　1@91121（代表）
富田林市向陽台1－3－36

小児科

富田林市消防署　1@51122小児急病診療（当番病院紹介）
♯8000（携帯電話・NTTプッシュ回線利用の場合のみ）

106（6765）3650
365日 午後８時～翌朝８時

106（6761）1199
大阪府救急医療情報センター
（各科医療機関の診療状況紹介）

大阪府小児救急電話相談
（受診するかどうか判断の参考に）

365日

http://kodomo－qq.jp/「こどもの救急」ホームページ（受診するかどうか判断の参考に）

24時間対応

休
日
・
夜
間
の
医
療
機
関
な
ど

14,380円
※手当の額は毎年変更の可能性があり
ます。
支給制限

①施設などに入所している人
②障害を支給事由とする年金を受給し
ている人
③所得が一定額を超える人
〈問い合わせ〉健康福祉課

現在老人医療（一部負担金相当額等
一部助成）医療証をお持ちでない65歳
以上の人で、次の条件に該当する場合は
対象となりますので申請してください。
対象条件

①障がい者医療助成に該当する人
（身体障害者手帳１級または２級、
療育手帳重度など）
②特定疾患治療研究事業に該当する難
病にかかっている人
③精神の通院治療または結核の治療を
受けている人
④ひとり親家庭医療助成に該当する人
※所得制限があります。
申請に必要なもの

①～③に該当する人
身体障害者手帳・療育手帳・特定疾
患医療受給者証・特定疾患登録者
証・自立支援医療受給者証（精神通
院）・感染症の患者票（結核）のう
ち該当するもの
④に該当する人
事前に下記まで問い合わせてくださ
い。
①～④共通に必要なもの
健康保険証・印鑑
助成の内容

健康保険証を使って診療（保険診療

老人医療（一部負担金相当
額助成等）の申請を

乳幼児医療費助成を
拡大します

国民健康保険の届け出は
お早めに

に限る）を受けたとき、医療機関に支
払う医療費の自己負担額の一部を助成。
〈問い合わせ〉保険課

４月診療分から、新たに小学６年生
（12歳になった最初の３月31日まで）
までの児童の入院医療費を助成します。
今回の対象者が助成を受けるには、

いったん医療機関などで自己負担額を
支払ったあと申請が必要です。
助成内容

保険診療にかかる自己負担額から
「一部自己負担額（１か月に医療機関
ごとで１日につき500円。ただし月２
回限度。）」を除いた額および食事療養
費
申請方法

領収書（受診者名、診療年月日、保
険診療点数、食事療養費、医療機関名
が記載されているもの）、預金通帳な
ど振込先がわかるもの、対象者の健康
保険証、印鑑を持って、受診日の翌月
以降に申請してください。
ひとり親家庭医療・障がい者医療の対

象者で０歳～小学６年生の人は

入院の際、食事療養費を病院で支払
ったあと、申請すれば食事療養費を全
額お返しします。申請方法は、乳幼児
医療と同じです。
〈問い合わせ〉保険課

転入・転出や職場の健康保険に加
入、脱退のときは必ず届け出をしてく
ださい。
①加入の届け出が遅れると

国民健康保険（国保）に加入しなけ
ればならないのに届け出が遅れると、
保険料をさかのぼって納めること（最
高２年間）になります。
「被保険者となる」のは、加入の手
続きをしたときではありません。職場
の健康保険をやめたとき、あるいは他
の市町村から転入したときです。した
がって、加入手続きをするまでの間も、
保険料納付の対象期間となります。ま
た、被保険者証がないため、その間の
医療費は全額自己負担となります。
②やめる届け出が遅れると

国保の資格がなくなったのに届け出
が遅れると、被保険者証が手もとにあ
るため、うっかりそれを使って診療を
受けてしまうことがあります。このよ
うなときは、国保で負担した医療費は
あとで返していただくことになります
のでご注意ください。
〈問い合わせ〉保険課

道を歩くと、はり紙や立看板、広
告旗といった広告物を見かけます。
ある面ではとても便利なものであ
りますが、無秩序な状態で氾濫すれ
ば、まちの景観や自然の風景を損ね
たり、歩行や通行の支障となりかね
ません。
屋外広告物は屋外広告物法及び大
阪府屋外広告物条例により規制が行
われています。
村では大阪府より簡易除去事務の
移譲を受け、職員により定期的に撤
去活動を実施しております。
みなさまのご協力をお願いしま

す。
〈問い合わせ〉建設課

違法屋外広告物のない
美しいまちに

違法屋外広告物のない
美しいまちに
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名　　　　　　　称 所在地 電話

千早赤阪村役場 水分180 &20081

小吹台連絡所 小吹68－830 &27600

くすのきホール・教育委員会事務局 水分263 &21300

村立郷土資料館（月曜日休館） 水分266 &21588

Ｂ＆Ｇ海洋センター（月曜日休館） 東阪255－１ &27183

学校給食センター 桐山258 &21112

いきいきサロンやまゆり（月曜日休館） 小吹68－780 &27005

いきいきサロンくすのき（日曜日休館） 二河原辺8－1 &21705

名　　　　　　　称 所在地 電話

保健センター・健康福祉課 水分195－１ &20069

保健 &20038

センター内
社会福祉法人千早赤阪村社会福祉協議会 &20294

赤阪土地改良区 水分180 &20081

金剛山ロープウェイ千早駅 千早９ &40128

村営宿泊施設「香楠荘」 千早1313－２ &40321

富田林市消防署千早赤阪分署 東阪77－１ &21755

診療所 午前診 B～F 午前９時～正午
午後診（火・金）午後４時30分～６時30分

（土・日・祝・休診）

◎火災・救急車依頼は119番　◎小児救急は1@51122 ◎休日診療所1@81333

紙おむつ給付金

固定資産税の縦覧・閲覧
について

税

縦覧制度

村内の土地・家屋に対して固定資産
税を課税されている納税者は、「縦覧
帳簿」を縦覧できます。
納税者は縦覧により、村内の他の土
地・家屋の評価額との比較ができるよ
うになります。
閲覧制度

固定資産税課税台帳のうち自己の資
産について記載された部分を閲覧でき
ます。また、土地や家屋を有料で借り
ている人も、借りている物件に限り閲
覧することができます。その場合、借
りている土地家屋との賃貸借関係を確
認できる書類（賃貸借契約書などと、
契約者本人であることを確認できる書
類）が必要です。
縦覧・閲覧のときは、納税者本人で

あることを確認できるもの（運転免許
証など）と印鑑を持参してください。代
理人の場合は、委任状と代理人本人で
あることを確認できるものが必要です。
縦覧期間

４月１日（水）～６月１日（月）
（土・日・祝日は除く）
閲覧期間

４月１日（水）～平成22年３月31日（水）
（土・日・祝日は除く）
場所 役場税務課
〈問い合わせ〉税務課

福　　祉

村では、次の要件をすべて満たして

いる人を在宅で介護している世帯に、
紙おむつなどの購入にかかった費用の
一部（月額5,000円以内）を助成して
います。給付決定された場合は、申請
した月から給付されます。
要件

○村に居住する65歳以上の人で、常時
紙おむつを使用している人
○介護保険の要介護認定で要支援以上
の人
○対象となる人が属する世帯の生計中
心者の前年分の所得税額が70,000円
以下である人

〈問い合わせ〉健康福祉課

20歳以上であって、重度の障害の状
態にあるため、日常生活で常に介護が
必要な障害者が受給できる手当です。
手当の対象者

①身体障害者手帳の障害等級のおおむ
ね１級または２級程度の異なる障害
が重複している人、またはこれらの
障害と日常生活での動作および行動
が困難であり常に介護を必要とする
精神障害（または最重度の知的障害）
が重複している人
②①の身体障害または精神障害と身体
障害者手帳の障害等級のおおむね３
級程度の障害、または日常生活での
動作および行動が著しく困難な状態
である知的障害もしくは精神障害が
重複している人
③両上肢、両下肢または体幹機能の障
害で身体障害者手帳の障害等級がお
おむね１級または２級程度の障害が
あり、かつ、日常生活動作（両上肢、
両下肢および体幹におよぶ動作）を

特別障害者手当

行うのに著しい困難がある人
④内部機能の障害で身体障害者手帳の
障害等級のおおむね１級程度の障害
もしくは身体の機能の障害または長
期にわたる安静を要する病状があっ
て、そのため絶対安静の状態である人

t精神障害のため日常生活で常に介護
を要する程度以上の障害または最重
度の知的障害があって、日常生活で動
作および行動に著しい困難がある人
手当額（月額）

26,440円
※手当の額は毎年変更の可能性があり
ます。
支給制限

①施設などに入所している人
②３カ月以上病院などに入院している
人
③所得が一定額を超える人

20歳未満であって、重度の障害の状
態にあるため、日常生活で常に介護が
必要な障害児の保護者が受給できる手
当です。
手当の対象者

①身体障害者手帳の障害等級のおおむ
ね１級または２級程度の身体の機能
の障害のある人
②身体機能の障害または長期にわたる
安静を必要とする病状があり、その
状態が①と同程度以上と認められる
人であり日常生活で常に介護を必要
とする人
③最重度の知的障害のある人または精
神障害のある人で、日常生活で常に
介護を要する程度以上の人
④身体機能の障害もしくは病状または
重度の知的障害もしくは精神障害が
重複する人で、その状態が①②③と
同程度以上と認められる程度の人
手当額（月額）

障害児福祉手当

特別障害者手当・障害児
福祉手当
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相 　 　 談
４月２日（木）・16日（木）
５月７日（木）

も え る ご み
（火・金曜日）

粗　大　ご　み
（第 1水曜日）

ペ ッ ト ボ ト ル
（第３木曜日）

プラスチック製容器
（第２・４木曜日）

空カン・空ビン
（第４水曜日）

各地区ミゼット車

心配ごと

４月２日（木）
５月７日（木）児　　童

４月16日（木）行　　政

毎日（土日祝、年末年始を除く）
時間　午前９時～午後５時
場所　住民課
※事前に電話で予約してください。

人　　権

千早、東阪、小吹
中津原、森屋

川野辺、水分
二河原辺、桐山
吉年

４月３日（金）
７日（火）・10日（金）
14日（火）・17日（金）
21日（火）・24日（金）
28日（火）
５月１日（金）

４月16日（木）

４月22日（水）

４月17日（金）予定

４月29日（水）予定

４月30日（木）予定

４月９日（木）
23日（木）

４月１日（水）
５月６日（水）

時間 午後１時～３時
場所 保健センター１階（相談室）

人 の 動 き

総人口　6,456人（－５）

男　　3,065人（－６）

女　　3,391人（＋１）

世帯数　2,361戸（＋３）

２月末日現在、（ ）は対前月比

◆テーマ 「村の活性化」について
◆委員会開催 月１回程度
◆報酬など
手当、交通費などはありません。
◆応募資格　村内在住または在勤の人
◆応募方法
氏名、住所、性別、年齢、連絡先、
村の活性化に対するご意見や今回応
募した理由を記入のうえ、持参、郵
送、FAX、電子メールのいずれか
の方法で役場秘書政策課まで提出し
てください（様式は問いませんが、
村ホームページからダウンロードで
きます）。
◆応募期間
4月6日（月）～17日（金）

元気な村づくりには、住民・事業
者・行政の協働が不可欠です。この委
員会が「交流の場」となり、活発で自
由な提案や新たな発想をしていただき
元気な村づくりのためにぜひ参加して
ください。
〈問い合わせ〉
〒585－8501 
千早赤阪村大字水分180番地
千早赤阪村秘書政策課企画広報係
1 0081
5 1880
ホームページ
http://www.vill.chihayaakasaka.osaka.jp/
メールアドレス
kikaku@vill.chihayaakasaka.osaka.jp

先月号でお知らせしました、南大阪駅伝競走大会の区間賞が確定しましたので
お知らせします。
中学男子の部 区間賞　第6区（3.1d）（10分06秒）

千早赤阪中学校陸上部　小田　恵大

３月号で「わがやのホープ」の写真が入れ替わっていました。
今月号で再度、掲載させていただきます。
関係の皆さまにご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

お詫びと訂正

大きな舞台で“げんき”いっぱい！！
●こごせ幼稚園生活発表会●

２月22日、くすのきホールでこごせ幼稚園の第９
回生活発表会が行われました。
オープニングは園児による合奏「聖者の行
進」「千の風になって」で始まり、３歳児は舞
台いっぱいに「なかよし忍者」を表現し、４
歳児は「じょんがらまつり」の踊り、５歳児
は「おむすびころりん」の劇遊びを披露。会場
に訪れたお父さんやお母さん、おじいちゃん、お
ばあちゃんなどから、大きな拍手が響いていました。

南大阪駅伝競走大会区間賞

千早赤阪村元気プロジェクトに参加しませんか

平成20年度の委員会の活動
○歩こう運動の呼びかけと認定　
○村農村公園（中学校上の広場）
花類の植栽作業など

○ 72

○ 72




